
第
一
八
九
二
条
（
悪
意
ま
た
は
重
大
な
過
失
に
よ
る
不
実
告
知
お
よ
び
不
告
知
）

か
っ
た
か
ま
た
は
同
一
条
件
で
同
意
を
な
さ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
事
情
に
関
す
る
保
険
契
約
者
の
不
実
告
知
お
よ
び
不
告
知
は
、
保
険
契
約
者
が
悪
意
ま

た
は
重
大
な
過
失
に
よ
っ
て
な
し
た
と
き
に
は
、
契
約
の
取
消
事
由
で
あ
る
。

保
険
者
は
、
告
知
の
不
正
確
ま
た
は
不
告
知
を
知
っ
た
日
か
ら
一
―
―
ヶ
月
以
内
に
、
保
険
契
約
者
に
対
し
て
、
取
消
を
な
す
旨
を
通
知
し
な
い
と
き
に
は
、

契
約
を
取
り
消
す
権
利
を
失
う
。

保
険
者
は
、
取
消
を
求
め
た
時
に
進
行
中
の
保
険
期
間
に
関
す
る
保
険
料
の
請
求
権
を
有
し
、
か
つ
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
初
年
度
の
約
定
保
険
料

の
請
求
権
を
有
す
る
。
保
険
事
故
が
前
項
に
定
め
ら
れ
た
期
間
の
経
過
す
る
以
前
に
発
生
し
た
と
き
に
は
、
保
険
者
は
、
保
険
金
を
支
払
う
こ
と
を
要
し

な
い
。

イ
タ
リ
ア
保
険
法
の
逐
条
的
研
究

保
険
が
複
数
の
人
ま
た
は
複
数
の
物
に
関
連
す
る
と
き
、
契
約
は
、
不
実
告
知
ま
た
は
不
告
知
に
か
か
わ
ら
な
い
人
ま
た
は
物
に
つ
い
て
は
、
有
効
で

イ
ク
リ
ア
保
険
法
の
逐
条
的
研
究
（
二
）

「
保
険
者
が
真
実
の
事
実
状
態
を
知
っ
て
い
れ
ば
同
意
を
な
さ
な

（

二

）

小

櫻

岡 今 栗

田 井 田
一
七
五

（
三
五
五
）

豊 和

純基薫彦



失
に
よ
る
告
知
義
務
違
反
と
同
じ
く
、

「
保
険
者
の
契
約
解
除
権
」
を
認
め
て
い
る
。

一
方
、
イ
タ
リ
ア
民
法
は
、
危
険
の
著
減
（
第
一
八
九
七
条
）
お

あ
る
。
」

イ
ク
リ
ア
民
法
は
、
第
一
八
九
二
条
以
下
に
お
い
て
、
告
知
義
務
違
反
お
よ
び
危
険
の
著
変
な
ど
、
保
険
法
上
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
問
題

に
つ
い
て
、
規
定
し
て
い
る
。
各
条
の
注
釈
に
う
つ
る
ま
え
に
、
第
一
八
九
二
条
以
下
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
用
語
に
つ
い
て
、
若
干
、
論
じ
て
お

き
た
い
。
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
（
イ
ク
リ
ア
保
険
法
の
逐
条
的
研
究
・
一
•
関
西
大
学
法
学
論
集
三
九
巻
二
号
二

0
1
＝
頁
注
⑳
）
、
イ
タ
リ
ア
の
法

律
用
語
に
は
日
本
の
法
律
用
語
と
正
確
に
対
応
し
な
い
も
の
が
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
。
第
一
八
九
二
条
以
下
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
用
語
の
い
く
つ

か
が
、
ま
さ
に
、
そ
の
典
型
例
、
と
い
い
う
る
。
そ
れ
ら
の
用
語
を
事
前
に
整
理
し
て
お
く
こ
と
に
よ
り
、
第
一
八
九
二
条
以
下
の
規
定
の
理
解
が
容
易

に
な
る
、
と
思
わ
れ
る
。

第
一
八
九
―
一
条
に
い
う
「
契
約
を
取
り
消
す
権
利

(diritto
d
'
i
r
n
p
u
g
n
a
r
e
 
ii 

contratto)
」
・
保
険
契
約
者
の
悪
意
ま
た
は
重
大
な
過
失
に
よ
る
告

知
義
務
違
反
は
、
わ
が
国
の
商
法
上
で
は
、
保
険
者
に
契
約
の
「
解
除
権
」
を
付
与
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
商
第
六
四
四
条
）
が
、
イ
タ
リ
ア
民
法

上
は
、
契
約
の
取
消
事
由

(
c
a
u
s
a
di 
a
n
n
u
l
l
a
r
n
e
n
t
o
 
d
e
!
 
contratto)

と
さ
れ
て
い
る
（
第
一
八
九
二
条
一
項
）
。

て
は
、
イ
タ
リ
ア
民
法
第
一
四
二
五
条
以
下
に
規
定
が
あ
る
。
な
お
、
こ
の
「
契
約
を
取
り
消
す
権
利
」
は
、

risolvere 
ii 
contralto)
」

第
一
八
九
三
条
に
い
う
「
契
約
か
ら
退
く
権
利

(diritto
di 
r
e
c
e
d
e
r
e
 d
a
l
 contratto)
」
・
わ
が
国
の
商
法
は
、
悪
意
・
重
大
な
過
失
な
し
の
告
知

義
務
違
反
に
つ
い
て
、
明
示
的
な
規
定
を
お
い
て
い
な
い
が
、
イ
タ
リ
ア
民
法
は
、
保
険
者
に
「
契
約
か
ら
退
く
権
利
」
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
「
契
約

か
ら
退
く
権
利
」
は
、
第
一
三
七
三
条
に
い
う
「
契
約
の
一
方
的
解
約
権
」
と
解
さ
れ
て
い
る
。

わ
が
国
の
商
法
は
、
危
険
の
著
減
に
つ
い
て
は
規
定
せ
ず
、
危
険
の
著
増
に
つ
い
て
は
、
保
険
契
約
者
・
被
保
険
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
場

合
に
は
「
契
約
の
当
然
失
効
」
、

保
険
契
約
者
・
被
保
険
者
の
責
に
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
事
由
に
よ
る
場
合
に
は
、

（
第
一
四
五
三
条
以
下
）
と
は
異
な
る
。

前
注

関
法

第
四

0
巻
第
二
号

「
契
約
の
取
消
」
制
度
に
つ
い

「
契
約
を
解
除
す
る
権
利

(diritto

保
険
契
約
者
の
悪
意
ま
た
は
重
大
な
過

一
七
六

（
三
五
六
）

di 



て
、
使
い
分
け
る
だ
け
の
実
質
的
意
義
が
ど
れ
ほ
ど
あ
る
か
に
つ
い
て
、
議
論
も
あ
り
え
よ
う
が
、

告
知
義
務
の
必
要
性

一
七
七

よ
び
著
増
（
第
一
八
九
八
条
）
の
場
合
と
も
、
保
険
者
に
「
契
約
か
ら
退
く
権
利
」
を
与
え
て
い
る
。

「
契
約
を
取
り
消
す
権
利
（
契
約
取
消
権
）
」
お
よ
び
「
契
約
か
ら
退
く
権
利
」
を
「
契
約
を
解
除
す
る
権
利
（
契
約
解
除
権
）
」
と
別
個
の
も
の
と
し

契
約
を
締
結
す
る
に
あ
た
り
、
契
約
の
目
的
、
あ
る
い
は
、
契
約
上
の
給
付
の
目
的
を
確
定
す
る
た
め
に
は
、
当
事
者

の
な
す
告
知
が
重
要
性
を
帯
び
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
当
事
者
の
な
す
告
知
の
重
要
性
の
程
度
は
、
場
合
に
よ
り
異
な
る
が
、
そ
の
重
要
性
自
体

を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
イ
ク
リ
ア
民
法
第
一
―
―
―
―
―
一
七
条
（
交
渉
お
よ
び
契
約
以
前
の
責
任
）
は
、

「
当
事
者
は
、
交
渉
の
実
行
中
お
よ
び
契
約
の
形
成
中
、
善
意
に
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

と
い
う
よ
う
に
、
契
約
締
結
以
前
の
段
階
に
お
い
て
も
、
当
事
者
に
善
意
を
要
求
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
、
契
約
締
結
に
至
る
過
程
に
お
い
て
当
事

(
1
)
 

者
の
な
す
告
知
の
も
つ
重
要
性
を
考
慮
し
た
も
の
、
と
い
い
う
る
が
、
む
し
ろ
、
社
会
的
常
識
を
明
文
化
し
た
に
す
ぎ
な
い
、
と
も
い
い
う
る
。

契
約
の
目
的
を
確
定
す
る
た
め
に
通
常
必
要
と
さ
れ
る
デ
ー
ク
を
当
事
者
の
一
方
が
知
り
う
る
立
場
に
な
い
場
合
、
と
り
わ
け
、
他
方
の
当
事
者
（
そ

の
デ
ー
ク
を
知
っ
て
い
る
・
知
り
う
る
立
場
に
あ
る
）
の
な
す
告
知
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
湯
合
、
通
常
の
契
約
の
締
結
段
階
に
お
い
て

当
事
者
に
要
求
さ
れ
る
善
意
（
信
義
と
誠
実
）
よ
り
は
る
か
に
高
度
の
善
意
が
、
当
事
者
に
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ロ
ー
マ
法
学
に
い
う
「
最
大
善

意
契
約
」

(contratto
u
b
e
'
r
r
i
m
a
e
 fidei)

で
あ
る
。

(
2
)
 

こ
の
最
大
善
意
契
約
の
名
は
、
保
険
契
約
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
保
険
者
は
、
契
約
申
込
者
の
な
す
正
確
な
告
知
な
し

に
は
、
契
約
を
締
結
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
保
険
者
は
、
契
約
に
よ
り
将
来
の
不
確
実
な
時
期
に
お
け
る
（
そ
し
て
、
不
確
実
な
額
の
）
被
保
険
者
の

経
済
的
入
用
を
充
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
危
険
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
危
険
を
正
確
に
評
価
で
き
な
け
れ
ば
、
そ
の
危
険
を

引
き
受
け
る
べ
き
か
否
か
、
引
き
受
け
る
と
す
れ
ば
保
険
料
を
い
く
ら
に
す
る
べ
き
か
を
、
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、

そ
の
危
険
を
評
価
す
る
の
に
、
契
約
申
込
者
は
知
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
保
険
者
が
知
る
立
場
に
な
い
、
あ
る
い
は
、
通
常
の
調
査
手
段
・
費
用
・
時
間

ー

イ
ク
リ
ア
保
険
法
の
逐
条
的
研
究
（
二
）

と
に
す
る
。

一応、

（
三
五
七
）

「
訳
語
」
と
し
て
は
、
使
い
分
け
て
お
く
こ



険
の
無
効
事
由
で
あ
る
。

2
旧
イ
ク
リ
ア
商
法
第
四
二
九
条
の
シ
ス
テ
ム

第
四
〇
巻
第
二
号

（
三
五
八
）

を
も
っ
て
は
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
デ
ー
ク
を
も
必
要
と
す
る
。
た
と
え
ば
、
生
命
保
険
に
お
け
る
被
保
険
者
の
病
歴
な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
こ
の
よ

(
3
)
 

う
な
デ
ー
ク
が
契
約
申
込
者
に
よ
っ
て
正
確
に
告
知
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
保
険
者
は
、
契
約
の
締
結
（
お
よ
び
保
険
料
の
決
定
）
を
な
し
う
る
。

そ
こ
で
、
保
険
契
約
に
関
す
る
現
代
的
な
立
法
の
多
く
は
、
保
険
者
が
引
き
受
け
る
危
険
を
評
価
す
る
た
め
に
必
要
な
デ
ー
ク
を
告
知
す
る
よ
う
、
契

約
申
込
者
に
明
示
的
に
義
務
づ
け
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
告
知
義
務
で
あ
る
。
し
か
し
、
イ
ク
リ
ア
民
法
は
、
旧
イ
ク
リ
ア
商
法
第
四
二
九
条
の
伝
統
を
守

(
4
)
 

り
、
告
知
義
務
を
明
示
的
に
規
定
し
な
か
っ
た
。

Santi, 0
 p. 
cit., 
pag. 1
4
4
.
 

Santi, 
op. 
cit., 
loco cit. 

保
険
者
が
本
来
的
に
は
知
る
立
場
に
な
い
事
実
で
あ
っ
て
も
、
保
険
者
が
調
査
員
を
動
員
し
て
徹
底
的
に
調
査
さ
せ
れ
ば
、
そ
の
事
実
を
知
り

う
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
時
間
と
費
用
の
む
だ
で
あ
り
、
契
約
締
結
ま
で
に
長
時
間
を
要
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
契
約
申
込

者
に
も
不
利
益
で
あ
る
。

(

4

)

の
ち
に
み
る
（
本
条
の
コ
メ
ン
ト
の
3
を
参
照
）
が
、
告
知
義
務
を
明
示
的
に
規
定
し
な
か
っ
た
が
、
明
示
的
に
規
定
し
た
の
と
結
論
に
変
わ

り
は
な
い
。

旧
イ
ク
リ
ア
商
法
第
四
二
九
条
は
、
先
述
の
と
お
り
、
契
約
申
込
者
（
被
保
険
者
）
の
告
知
義

務
を
明
示
的
に
規
定
し
な
か
っ
た
。
同
条
は
、
不
実
告
知
（
不
告
知
）
の
す
べ
て
を
保
険
契
約
の
無
効
原
因
と
す
る
徹
底
し
た
態
度
を
採
っ
て
い
た
。
し

か
し
、
そ
れ
は
、
硬
直
し
た
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。
つ
ぎ
の
よ
う
な
規
定
で
あ
っ
た
。

「
保
険
者
が
真
実
の
事
実
状
態
を
知
っ
て
い
れ
ば
契
約
に
同
意
し
な
か
っ
た
か
ま
た
は
同
一
の
条
件
で
同
意
し
な
か
っ
た
か
で
あ
ろ
う
性
質
を
告
知
ま

た
は
不
告
知
が
帯
び
る
と
き
に
は
、
ど
の
よ
う
な
虚
偽
の
ま
た
は
誤
っ
た
告
知
お
よ
び
被
保
険
者
の
知
っ
て
い
る
事
情
の
ど
の
よ
う
な
不
告
知
で
も
、
保

告
知
ま
た
は
不
告
知
が
保
険
の
目
的
物
の
減
失
ま
た
は
毀
損
に
事
実
上
影
響
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
事
情
に
関
連
す
る
と
き
と
い
え
ど
も
、
保
険
は
無
効

(

1

)

 

(

2

)

 

(

3

)

 

関
法

一
七
八



料
支
払
義
務
を
免
除
さ
れ
た
が
、
契
約
自
体
は
無
効
で
あ
っ
た
。

一
七
九

被
保
険
者
に
悪
意
が
あ
っ
た
と
き
に
は
、
保
険
者
は
、
保
険
料
請
求
権
を
有
す
る
。
」

一
項
に
い
う
「
虚
偽
の
告
知

(dichiarazione
false)
」
と
は
、
告
知
者
が
知
っ
て
い
る
真
実
の
事
実
状
態
と
一
致
し
な
い
告
知
を
意
識
的
に
な
す
こ

と
を
い
う
。
ま
た
、
「
誤
っ
た
告
知

(dichiarazione
e
r
r
o
n
e
a
)
」
と
は
、
告
知
の
不
正
確
が
真
実
の
事
実
状
態
に
関
す
る
告
知
者
の
無
知
に
基
づ
く

(
1
)

（

2
)
 

湯
合
を
い
う
。
不
告
知
は
、
不
完
全
な
ま
た
は
不
明
瞭
な
告
知
の
ほ
か
、
単
純
な
黙
秘
を
も
含
む
。

こ
れ
ら
の
不
実
告
知
（
不
告
知
）
が
、
保
険
者
が
真
実
の
事
実
状
態
を
知
っ
て
い
れ
ば
契
約
に
同
意
し
な
か
っ
た
か
ま
た
は
同
一
の
条
件
で
同
意
し
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
性
質
を
帯
び
る
と
き
、
保
険
者
は
、
契
約
の
無
効
を
主
張
で
き
た
。
何
ら
か
の
不
実
告
知
が
あ
っ
た
場
合
、
保
険
者
は
、

「
真
実
の
事

実
状
態
を
知
っ
て
い
れ
ば
契
約
に
同
意
し
な
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
に
し
ろ
、
「
事
実
の
事
実
状
態
を
知
っ
て
い
れ
ば
、
同
一
の
条
件

で
同
意
し
な
か
っ
た
（
高
率
の
保
険
料
を
要
求
し
た
）
」
と
い
う
こ
と
は
、
比
較
的
容
易
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

二
項
は
、
旧
イ
ク
リ
ア
商
法
第
四
二
九
条
の
苛
酷
さ
（
と
り
わ
け
、
被
保
険
者
に
と
っ
て
の
）
を
一
層
の
も
の
、
と
し
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
て

い
る
。
不
実
告
知
が
保
険
事
故
発
生
原
因
と
は
ま
っ
た
く
か
か
わ
り
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
と
き
で
も
、
不
実
告
知
は
契
約
の
無

(
3
)
 

効
原
因
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

三
項
は
、
悪
意
に
よ
る
不
実
告
知
に
対
す
る
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
契
約
申
込
者
（
三
項
の
文
言
で
は
、
被
保
険
者
）
に
悪
意
が
な
い
場
合
、
保
険

旧
イ
ク
リ
ア
商
法
第
四
二
九
条
が
保
険
者
の
保
護
に
傾
き
す
ぎ
て
い
た
の
は
明
白
で
あ
る
。
軽
微
な
過
失
に
よ
り
ご
く
わ
ず
か
正
確
性
を
欠
く
告
知
を

し
た
た
め
に
、
契
約
の
無
効
を
保
険
者
に
主
張
さ
れ
保
険
金
の
支
払
を
拒
否
さ
れ
た
被
保
険
者
に
と
っ
て
、
同
条
は
あ
ま
り
に
も
苛
酷
で
あ
っ
た
。
そ
の

苛
酷
さ
は
、
同
条
に
対
し
て
、
多
く
の
批
判
を
生
じ
さ
せ
る
原
因
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
保
険
者
も
そ
の
批
判
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
告
知

の
ご
く
わ
ず
か
の
不
正
確
を
た
て
に
保
険
金
の
支
払
を
拒
否
し
え
た
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
く
り
か
え
せ
ば
、
や
が
て
、
世
間
の
不
評
を
買
い
、

(
4
)
 

企
業
減
亡
の
途
を
辿
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

イ
ク
リ
ア
保
険
法
の
逐
条
的
研
究
（
二
）

で
あ
る
。

（
三
五
九
）



3
 

第
四

0
巻
第
二
号

さ
い
わ
い
、
旧
イ
ク
リ
ア
商
法
第
四
二
九
条
は
任
意
規
定
で
あ
っ
た
の
で
、
と
り
わ
け
、
生
命
保
険
に
お
い
て
は
、
不
可
争
約
款
を
契
約
に
挿
入
す
る

こ
と
に
よ
り
、
同
条
の
苛
酷
さ
は
、
あ
る
程
度
、
緩
和
さ
れ
え
た
の
で
あ
る
。

(

1

)

 

Salandra, 
op. cit•• 

pag. 2
4
4
 •• 

(

2

)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
学
説
・
判
例
上
、
異
論
を
み
な
い
（
Santi,
op. cit•• 

pag. 1
4
7
,
 
nota 3
2
1
)
。

(

3

)

二
項
と
同
趣
旨
の
規
定
は
、
現
行
イ
ク
リ
ア
民
法
第
一
八
九
二
条
（
お
よ
び
同
第
一
八
九
一
＿
一
条
）
に
は
み
ら
れ
な
い
。
現
行
法
の
解
釈
と
し
て

も
、
不
実
告
知
が
保
険
事
故
発
生
原
因
と
は
ま
っ
た
く
か
か
わ
り
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
と
き
で
も
、
告
知
義
務
違
反
を

生
じ
る
、
と
す
る
説
が
支
配
的
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
（
本
条
の
コ
メ
ン
ト
の

4
参
照
）
。

(

4

)

 

Salandra, 
op. cit•• 

p
a
g
.
 2
3
8
.
 

告
知
義
務
の
存
在

第
一
八
九
二
条
お
よ
び
第
一
八
九
一
ー
一
条
が
告
知
義
務
の
存
在
を
前
提
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
明
白
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
後
に
み
る
よ
う
に
、
契
約
申
込

(
1
)
 

者
が
不
実
告
知
を
し
た
場
合
、
悪
意
・
重
過
失
の
有
無
に
し
た
が
い
、
保
険
者
に
契
約
の
取
消
権
ま
た
は
解
約
権
を
付
与
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

(
2
)
 

⑭
告
知
の
内
容
保
険
者
が
正
確
に
危
険
の
評
価
が
で
き
る
よ
う
に
、
危
険
に
影
響
を
及
ぼ
す
べ
き
一
切
の
事
情
に
つ
い
て
、
告
知
が
な
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

⑯
告
知
の
方
式

告
知
の
方
式
に
つ
い
て
は
、
制
限
は
な
い
。
口
頭
で
な
さ
れ
て
も
よ
い
。
し
か
し
、
通
常
は
、
書
面
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
と
り
わ

け
、
生
命
保
険
に
お
い
て
は
、
質
問
表
が
保
険
者
に
よ
っ
て
用
意
さ
れ
て
い
る
。

伺
告
知
の
時
期

契
約
の
締
結
以
前
に
な
さ
れ
れ
ば
、
足
り
る
。

仙
告
知
義
務
者
告
知
を
な
す
べ
き
者
は
、
ま
ず
、
契
約
申
込
者
で
あ
る
。
他
人
の
名
に
お
け
る
保
険
契
約
お
よ
び
他
人
の
た
め
の
保
険
契
約
に
お
い

て
は
、
告
知
の
不
正
確
ま
た
は
不
告
知
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
場
合
、
そ
の
他
人
も
告
知
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
（
第
一
八
九
四
条
）
。

関
法

現
行
イ
ク
リ
ア
民
法
の
立
法
者
は
、
契
約
申
込
者
に
対
し
て
、
明
示
的
に
告
知
義
務
を
課
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
同

告
知
の
な
さ
れ
る
ぺ
き
時
期
は
、
契
約
締
結
の
交
渉
が
な
さ
れ
る
と
き
で
あ
る
。
通
常
は
、
契
約
の
申
込
と
同
時
に
な
さ
れ
る
が
、

一
八
〇

（
三
六

0
)



た
は
不
告
知
の
存
在
お
よ
び
保
険
者
の
同
意
に
対
す
る
そ
の
重
要
性
で
あ
る
。

伺

不

実

告

知

ま

た

は

不

告

知

の

存

在

イ

ク

リ

ア

民

法

第

一

八

九

二

条

に

お

い

て

は

、

「

不

正

確

な

告

知

(dichiarazione

inesatta)
」
お
よ
び
「
告
知
の
不
正
確

(inesattezza
della 
dichiarazione)
」
な
る
用
語
と
「
不
告
知
」
な
る
用
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

①
不
実
告
知

す
で
に
み
た
よ
う
に
、
旧
イ
ク
リ
ア
商
法
第
四
二
九
条
に
お
い
て
は
、
「
不
正
確
な
告
知
」
に
対
応
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
「
虚
偽
の

告
知
」
お
よ
び
「
誤
っ
た
告
知
」
な
る
用
語
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
旧
イ
ク
リ
ア
商
法
第
四
二
九
条
の
も
と
に
お
い
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
疑
問
が
あ
っ

4
 

け
告
知
の
相
手
方

八

文
字
ど
お
り
い
え
ば
、

(-―一六一）

告
知
は
、
保
険
者
に
対
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
を
要
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
保
険
者
に
よ
り
契
約
締
結
権
限
を
付
与
さ
れ
た
代
理
人
や

告
知
受
領
権
限
を
有
す
る
者
に
対
す
る
告
知
も
有
効
で
あ
る
。
保
険
者
の
代
理
人
が
契
約
締
結
権
限
を
有
す
る
か
否
か
は
、
代
理
に
関
す
る
一
般
法
に
よ

り
決
せ
ら
れ
る
。
一
般
に
、
保
険
代
理
人

(
a
g
e
n
t
e
di 
assicurazione)
は
、
損
害
保
険
に
お
い
て
は
、
契
約
締
結
権
限
を
有
し
、
そ
し
て
、
保
険
全

(
3
)
 

体
に
つ
い
て
い
え
ば
、
保
険
料
を
受
領
し
領
収
書
を
発
行
す
る
権
限
を
有
す
る
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。

(
4
)
 

①
告
知
の
性
質
告
知
義
務
者
の
性
質
告
知
義
務
者
の
な
す
告
知
は
、
知
識
の
表
明
で
あ
り
、
意
思
表
示
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
法
律
行
為
に

関
す
る
規
定
の
直
接
的
適
用
は
な
さ
れ
な
い
（
類
推
適
用
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
）
。

(

1

)

 

Santi, 
op. cit•• 

p
a
g
.
 1
4
5
・
 

(

2

)

一
切
の
事
情
と
は
、
文
字
ど
お
り
、
危
険
に
影
響
を
及
ぼ
す
べ
き
一
切
の
事
情
で
あ
る
。
現
存
の
事
情
だ
け
で
は
な
く
、
過
去
に
存
在
し
た
事

情
も
含
む
。
通
常
存
在
す
る
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
偶
然
的
に
存
す
る
も
の
な
ど
を
も
含
む

(Donati,
op. cit•• 

p
a
g
.
 3
0
7
)

。

(

3

)

 

A
l
f
r
e
d
o
 D
e
 G
r
e
g
o
r
i
o
 e
 G
i
u
s
e
p
p
e
 Fanelli, 
Diritto 
delle 
assicurazioni, 
vol. 2
,
 
M
i
l
a
n
o
 1
9
8
7
,
 
p
a
g
.
 3
5
 e
 seg. 
な
お
、
学

説
・
判
例
は
、
契
約
締
結
権
限
を
有
す
る
か
否
か
に
よ
り
、
保
険
代
理
人
を
締
約
代
理
人

(
a
g
e
n
t
e
rappresentante)
と
締
約
権
な
き
代
理
人

.
（
a
g
e
n
t
e
 s
e
n
z
a
 r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
n
z
a
)
に
分
類
す
る
よ
う
で
あ
る
。

(

4

)

 

Donati, 
op. 
cit., 
p
a
g
.
 3
0
6
.
 

告
知
義
務
違
反
の
要
件

イ
ク
リ
ア
民
法
第
一
八
九
二
条
お
よ
び
第
一
八
九
三
条
の
適
用
要
件
は
二
つ
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
不
実
告
知
ま

イ
ク
リ
ア
保
険
法
の
逐
条
的
研
究
（
二
）
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四
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号

た
、
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
告
知
義
務
者
は
真
実
状
態
を
知
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
保
険
者
に
対
し
て
持
つ
価
値
を
誤
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
不
実
告
知

に
重
大
性
を
認
め
ず
に
、
不
実
告
知
し
て
し
ま
っ
た
場
合
、
そ
の
不
実
告
知
は
、
「
虚
偽
の
告
知
」
ま
た
は
「
誤
っ
た
告
知
」
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
、

(
1
)
 

と
い
う
疑
問
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
イ
ク
リ
ア
民
法
第
一
八
九
二
条
に
い
う
「
不
正
確
な
告
知
（
不
実
告
知
）
」
は
、
客
観
的
に
不
正
確
で
あ
れ
ば
足
り
る
。
意
図
的
な

(
2
)
 

不
実
告
知
、
無
知
に
よ
る
不
実
告
知
、
過
失
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
客
観
的
に
不
正
確
で
あ
れ
ば
、
不
実
告
知
に
な
る
。

不
実
告
知
は
、
特
定
の
事
項
に
つ
い
て
生
じ
る
だ
け
で
は
な
く
、
個
々
の
事
項
に
つ
い
て
の
告
知
が
正
し
く
と
も
、
全
体
的
に
評
価
す
れ
ば
回
答
が
真

(
3
)
 

実
に
一
致
し
な
い
こ
と
も
あ
り
う
る
。
真
実
と
の
一
致
が
み
ら
れ
る
か
の
判
断
は
、
個
々
的
な
告
知
事
項
の
解
明
に
留
ま
っ
て
は
な
ら
ず
、
全
体
的
な
判

断
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
個
々
的
に
み
れ
ば
不
明
確
（
不
正
確
）
な
回
答
で
も
、
他
の
事
項
に
よ
り
補
足
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り

明
確
（
正
確
）
に
な
る
こ
と
は
あ
り
う
る
。
同
様
に
、
用
い
ら
れ
た
個
々
の
こ
と
ば
を
文
理
的
に
解
釈
す
る
に
留
ま
っ
て
は
な
ら
ず
、
告
知
者
の
教
養
の

(
4
)
 

程
度
な
ど
を
も
考
慮
し
て
、
用
い
ら
れ
た
こ
と
ば
の
真
意
を
解
釈
す
べ
き
、
と
さ
れ
て
い
る
。

③
不
告
知

不
告
知
は
、
告
知
さ
れ
る
べ
き
事
項
が
ま
っ
た
＜
告
知
さ
れ
な
い
場
合
を
典
型
と
す
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
、
不
完
全
な
告
知
お
よ
び
あ
い

(
5
)
 

ま
い
な
意
味
の
用
語
を
も
っ
て
不
明
瞭
な
方
法
で
な
さ
れ
る
告
知
を
も
含
む
、
と
解
さ
れ
て
い
る
。

旧
イ
ク
リ
ア
商
法
第
四
二
九
条
の
も
と
に
お
い
て
は
、
被
保
険
者
の
知
っ
て
い
る
事
実
に
つ
い
て
の
不
告
知
は
、
契
約
の
無
効
原
因
で
あ
っ
た
が
、
知

ら
な
い
事
情
に
つ
い
て
の
不
告
知
の
効
果
に
つ
い
て
は
、
規
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
反
対
解
釈
を
す
れ
ば
、
知
ら
な
い
事
情
に
つ
い
て
の
不
告
知
は
契

約
の
無
効
原
因
で
は
な
い
、
と
考
え
う
る
（
す
る
と
、
当
然
、
知
ら
な
い
事
情
に
つ
い
て
の
不
告
知
が
悪
意
を
意
味
す
る
の
か
、
と
い
う
議
論
が
な
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
）
。
し
か
し
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
つ
ぎ
に
知
ら
な
い
事
情
に
つ
い
て
の
誤
っ
た
告
知
（
悪
意
・
重
過
失
を
伴
わ
な
く
と
も
）
が
契
約
の

無
効
原
因
、
と
さ
れ
る
の
に
、
知
ら
な
い
事
情
に
つ
い
て
の
不
告
知
が
契
約
の
無
効
原
因
で
は
な
い
、
と
さ
れ
る
の
は
何
故
か
、
と
い
う
疑
問
（
不
均
衡
）

が
生
じ
る
こ
と
と
な
っ
、
た
。
し
か
し
、
現
行
法
上
、
不
告
知
が
つ
ね
に
悪
意
を
伴
う
の
か
、
と
い
う
疑
問
の
余
地
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
イ
ク
リ
ア
民
法

第
一
八
九
三
条
は
、
善
意
に
よ
る
不
告
知
が
な
さ
れ
る
場
合
を
予
想
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
現
行
法
上
、

関
法

「
不
告
知
」
と
「
不
実
告
知
」
の
分
別
は
、
大

~
 

J¥ 

（
三
六
二
）



(
7
)
 

し
た
重
要
性
を
有
し
な
い
。
何
故
な
ら
、
不
告
知
と
不
実
告
知
の
も
た
ら
す
結
果
に
変
わ
り
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

⑯
保
険
者
の
同
意
に
対
す
る
不
実
告
知
の
重
要
性

J¥ 

イ
タ
リ
ア
民
法
第
一
八
九
二
条
一
項
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

(-――六一―-）

「
保
険
者
が
真
実
の
事
実
状
態
を
知

っ
て
い
れ
ば
同
意
を
な
さ
な
か
っ
た
か
ま
た
は
同
一
条
件
で
同
意
を
な
さ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
事
情
」
に
関
し
て
不
実
告
知
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
、
イ
ク

リ
ア
民
法
第
一
八
九
二
条
お
よ
び
第
一
八
九
一
ー
一
条
の
適
用
の
た
め
の
第
二
の
要
件
で
あ
る
。

不
実
告
知
が
重
要
性
を
帯
び
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
旧
イ
タ
リ
ア
商
法
第
四

1

一
九
条
と
基
本
的
に
は
変
わ
り
は
な
い
。
そ
し
て
、
ど
の
よ
う
な
場
合
が

(
8
)
 

重
要
性
を
帯
び
る
か
に
つ
い
て
は
、
事
実
問
題
で
あ
り
、
法
律
解
釈
の
問
題
で
は
な
い
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

イ
タ
リ
ア
民
法
は
、
わ
が
国
の
商
法
と
同
様
、
保
険
者
の
質
問
表
に
記
載
の
質
問
事
項
が
重
要
性
を
帯
び
る
、
と
い
う
よ
う
な
推
定
規
定
を
お
い
て
い

な
い
。
旧
イ
タ
リ
ア
商
法
第
四
二
九
条
の
も
と
、
判
例
は
、
保
険
者
の
質
問
表
に
記
載
の
質
問
事
項
は
す
べ
て
重
要
性
を
帯
び
る
、
と
い
う
態
度
で
一
貫

(
9
)
 

し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
行
法
の
も
と
、
判
例
の
態
度
は
変
わ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
破
棄
院
一
九
五
七
年
七
月
一
八
日
判
決
・

(10) 
こ。

二
九
九
四
番
は
、
質
問
表
に
記
載
の
質
問
事
項
が
直
ち
に
重
要
で
あ
る
、
と
い
え
な
い
、
と
し

重
要
な
事
情
で
あ
れ
ば
、
す
べ
て
、
告
知
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
イ
ク
リ
ア
民
法
第
一
八
九
二
条
（
お
よ
び
同
第
一
八
九
三
条
）
に
は
、
保
険
事

故
発
生
原
因
と
不
実
告
知
さ
れ
た
重
要
事
項
と
が
異
な
る
場
合
に
つ
い
て
、
明
示
的
に
は
規
定
し
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
既
述
の
と
お
り
、
旧

イ
タ
リ
ア
商
法
第
四
二
九
条
二
項
は
、
明
示
的
に
、
保
険
事
故
発
生
原
因
と
不
実
告
知
さ
れ
た
重
要
事
項
と
が
関
連
性
を
有
し
な
い
場
合
に
も
、
不
実
告

知
は
契
約
の
無
効
原
因
、
と
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
明
示
的
規
定
が
削
除
さ
れ
て
い
る
と
、
保
険
事
故
発
生
原
因
と
不
実
告
知
さ
れ
た
重
要
事
項
と
が

関
連
性
を
有
す
る
場
合
に
の
み
、
保
険
者
に
契
約
の
取
消
権
（
イ
タ
リ
ア
民
法
第
一
八
九
二
条
）
ま
た
は
解
約
権
（
同
第
一
八
九
三
条
）
が
付
与
さ
れ
る
、

(11) 

と
い
う
考
え
が
成
立
し
え
な
く
は
な
い
。

，
し
か
し
、
保
険
事
故
発
生
原
因
と
不
実
告
知
さ
れ
た
重
要
事
項
と
が
関
連
性
を
有
し
な
い
場
合
に
も
、
保
険
者
に
契
約
の
取
消
権
ま
た
は
解
約
権
が
付

与
さ
れ
る
、
と
い
う
考
え
が
支
配
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
ク
リ
ア
民
法
第
一
八
九
二
条
（
お
よ
び
同
第
一
八
九
三
条
）
が
旧
イ
タ
リ
ア
商
法
第
四
二

九
条
二
項
の
よ
う
な
明
示
的
規
定
を
お
か
な
か
っ
た
の
は
、
余
分
だ
か
ら
で
あ
る
。
イ
ク
リ
ア
民
法
第
一
八
九
二
条
は
、
契
約
申
込
者
の
危
険
の
告
知
と

イ
ク
リ
ア
保
険
法
の
逐
条
的
研
究
(
―
-
）



付
与
し
て
い
る
。

5
 

第
四

0
巻
第
二
号

保
険
者
の
危
険
の
評
価
と
を
関
連
づ
け
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
保
険
事
故
発
生
原
因
と
告
知
さ
れ
た
事
項
と
を
関
連
づ
け
て
い
な
い
。
告
知
さ
れ
た
危
険

と
真
実
の
危
険
と
の
一
致
、
そ
こ
に
保
険
契
約
の
当
事
者
の
給
付
の
バ
ラ
ン
ス
の
基
礎
が
お
か
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
契
約
締
結
の
時
点
ま
で
存

(12) 

在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
欠
け
て
い
れ
ば
、
契
約
は
有
効
た
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

(

1

)

 

Salandra, 
op. cit•• 

pag. 2
4
4
 
e
 seg. 

(

2

)

 

Salandra, 
op. 
cit., 
pag. 2
4
5
.
 

(

3

)

 

Donati, 
op. 
cit., 
pag. 3
0
9
,
 
D
e
 G
r
e
g
o
r
i
o
 e
 Fanelli, 
op. 
cit., 
pag. 6
4
.
 

し
か
し
、
判
例
は
、
こ
の
見
解
を
支
持
し
て
い
な
い
よ
う

9
0
)

。

で
あ
る
（
破
棄
院
一
九
八
0
年
一
0
月
ニ
―
日
判
決
•
F
o
r
o
 italiano, 
Repertorio, 1
9
8
0
,
 
v
o
c
e
 Assicuraz1one, 
n. 

(

4

)

 

Donati, 
op. 
cit., 
loco 
cit. 
e
 seg. 

(

5

)

 

Donati, 
op. 
cit., 
pag. 3
1
0
.
 

(

6

)

 

Donati, 
op. 
cit., 
loco 
cit. 
n
o
t
a
 8
5
.
 

(

7

)

 

Donati, 0
 p. cit•• 

pag. 3
1
0
 e
 seg. 

(
8
)
破
棄
院
一
九
四
二
年
六
月
―
―10日
判
決
•
F
o
r
o
 italiano, 
Repertorio, 1
9
4
2
,
 
v
o
c
e
 Assicurazione, 
n. 
6
9
.
 

(

9

)

 

Donati, 
op. cit•• 

pag. 3
0
8
.
 

(
1
0
)
 

Assicurazioni, 1
9
5
8
,
 

II, 
2
,
 
p
a
g
.
 1
6
.
 

(
1
1
)
 

Salandra, 
op. 
cit., 
pag. 2
4
6

に
よ
る
と
、

M
a
n
c
i
n
i
が
こ
の
立
場
を
と
る
よ
う
で
あ
る
。

(

1

2

)

 

Donati, 
op. 
cit., 
pag. 3
0
9
.
 

告
知
義
務
違
反
の
効
果
（
そ
の
一
）

関
法

伺
取
消
権
の
付
与

本
条
一
項
は
、
告
知
義
務
違
反
が
告
知
義
務
者
の
悪
意
ま
た
は
重
大
な
過
失
に
よ

る
場
合
に
、
そ
れ
を
契
約
の
取
消
事
由

(
c
a
u
s
a
di 
a
n
n
u
l
l
a
m
e
n
t
o
)
と
し
、
保
険
者
に
契
約
の
取
消
権

(diritto
d
'
i
m
p
u
g
n
a
r
e
 il 
contratto)
を

悪
意
ま
た
は
重
大
な
過
失
に
よ
る
告
知
義
務
違
反
は
、
イ
タ
リ
ア
民
法
第
一
四
一
八
条
に
い
う
意
味
で
の
絶
対
的
な
無
効
原
因
で
は
な
い
。
告
知
義
務

一
八
四

通
説
。

（
三
六
四
）



⑯
取
消
権
の
行
使

一
八
五

(-―一六五）

違
反
が
あ
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
保
険
契
約
は
、
契
約
の
本
質
的
要
件
（
第
二
＝
二
五
条
、
第
二
＝
四
六
条
）
を
欠
い
て
い
る
、
と
は
い
え
な
い

(
1
)
 

か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
契
約
は
、
公
序
良
俗
に
関
す
る
強
行
規
定
に
反
す
る
わ
け
で
も
な
い
。

本
条
一
項
は
、
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
解
除
権
（
第
一
四
五
三
条
）
を
保
険
者
に
付
与
す
る
も
の
で
も
な
い
。
告
知
義
務
は
、
契
約
締
結
前
に
課
せ
ら

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
締
結
さ
れ
た
契
約
に
基
づ
き
当
事
者
の
一
方
に
課
せ
ら
れ
る
義
務
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

告
知
義
務
違
反
は
、
告
知
さ
れ
た
危
険
の
状
態
と
真
実
の
状
態
に
不
一
致
を
も
た
ら
し
、
契
約
の
完
全
な
有
効
性
の
前
提
を
欠
如
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

(
2
)
 

そ
の
前
提
は
、
保
険
者
の
保
護
の
た
め
に
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
欠
如
は
、
保
険
者
の
要
求
に
基
づ
く
契
約
の
取
消
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。

保
険
者
の
契
約
の
取
消
の
意
思
は
、
保
険
契
約
者
に
対
し
て
通
知
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
通
知
は
、
保
険
者
に
よ
る
一

(
3
)
 

方
的
な
通
知
で
足
り
、
何
ら
方
式
を
要
し
な
い
。
保
険
契
約
者
に
到
達
し
た
と
き
、
そ
の
効
力
を
生
じ
る
（
第
ニ
―
―
-
＝
四
条
・
到
達
主
義
）
。

保
険
者
は
、
契
約
の
取
消
を
な
す
に
あ
た
り
、
取
消
権
を
発
生
さ
せ
る
事
実
が
存
在
す
る
こ
と
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
真
実
の

事
実
状
態
を
知
っ
て
い
れ
ば
同
意
を
な
さ
な
か
っ
た
か
ま
た
は
同
一
条
件
で
同
意
を
な
さ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
事
情
に
関
し
て
不
実
告
知
が
あ
っ
た
こ
と
、

お
よ
び
、
不
実
告
知
を
な
す
に
つ
き
悪
意
ま
た
は
重
大
な
過
失
が
あ
っ
た
こ
と
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
保
険
契
約
者
は
、
不

実
告
知
が
な
さ
れ
た
に
せ
よ
、
保
険
者
が
別
の
方
法
に
よ
り
真
実
の
事
実
状
態
を
知
っ
て
い
た
（
た
と
え
ば
、
保
険
契
約
者
と
は
別
の
人
か
ら
真
実
の
事

(
4
)
(
5
)
 

実
状
態
を
聞
く
こ
と
が
あ
っ
た
）
こ
と
を
立
証
す
れ
ば
、
保
険
者
の
契
約
取
消
に
対
抗
し
う
る
。

(
6
)
 

伺
取
消
権
の
失
権

本
条
二
項
は
、
保
険
者
の
取
消
権
の
短
期
失
権

(
d
e
c
a
d
e
n
z
a
all'azione)

に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
本
条
一
項
に
基
づ
く

保
険
者
の
取
消
権
は
、
他
の
取
消
権
と
同
様
に
、
時
効

(prescrizione)

に
よ
り
消
減
す
る
。
一
般
原
則
に
よ
れ
ば
、
時
効
の
起
算
点
は
、
保
険
者
が

(
7
)
 

告
知
義
務
違
反
を
知
っ
た
時
点
で
あ
り
、
五
年
の
経
過
に
よ
り
、
取
消
権
は
消
減
す
る
（
第
一
四
四
二
条
）
。
も
し
、
告
知
義
務
違
反
を
原
因
と
す
る
保

険
者
の
取
消
権
の
消
減
時
効
も
一
般
原
則
ど
お
り
、
と
す
る
と
、
あ
ま
り
に
も
長
い
あ
い
だ
、
保
険
契
約
者
を
不
安
定
な
地
位
に
お
く
こ
と
に
な
る
。
そ

こ
で
、
本
条
二
項
は
、
三
ヶ
月
に
よ
る
取
消
権
の
短
期
失
権
を
規
定
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
保
険
者
は
、
告
知
義
務
違
反
を
知
っ
た
日
か
ら
三
ヶ

月
以
内
に
取
消
権
を
行
使
し
な
け
れ
ば
、
も
は
や
取
消
権
を
行
使
し
え
な
い
。
三
ヶ
月
以
内
に
取
消
権
を
行
使
し
た
が
、
保
険
契
約
者
が
納
得
し
な
い
場

イ
ク
リ
ア
保
険
法
の
逐
条
的
研
究
（
二
）



6
 

合
、
通
常
の
消
減
時
効
期
間
の
経
過
前
で
あ
れ
ば
、
取
消
の
訴
を
な
し
う
る
。

失
権
と
消
減
時
効
の
併
存
は
奇
妙
に
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

消
に
応
じ
取
消
の
訴
を
不
要
と
す
る
場
合
に
も
三
ヶ
月
以
内
に
取
消
の
意
思
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
方
、
保
険
契
約
者
が
保
険
者
の
取
消
に

応
じ
な
い
湯
合
、
三
ヶ
月
以
内
の
取
消
の
意
思
の
通
知
に
よ
り
、
取
消
の
訴
権
が
留
保
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
で
も
、
取
消
の
訴
は
、
五
年
の
消
減
時
効
期

(
8
)
 

間
の
経
過
前
に
、
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

1

)

 

Donati, 
op. cit•• 

pag. 3
1
4
.
 

(

2

)

 

Donati, 
op. 
cit., 
loco 
cit. 

(

3

)

 

Donati, 
op. 
cit., 
loco 
cit. 

(

4

)

 

Salandra• 

op. cit•• 

p
a
g
.
 2
4
8
 
e
 seg., 
Donati, 
op. 
cit., 
loco 
cit. 

(

5

)

保
険
者
の
代
理
人
の
了
知
が
保
険
者
の
了
知
と
同
視
さ
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
判
例
は
、
ほ
ぼ
一
貫
し
て
肯
定
的
判
断
を
下
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
学
説
上
、
否
定
的
見
解
が
有
力
の
よ
う
で
あ
る

(Salandra,
op. cit•• 

pag. 2
5
0
,
 
Donati, 
op. cit•• 

pag. 3
0
7
)
。

(

6

)

本
条
二
項
は
、
形
式
的
に
は
、
わ
が
国
の
商
法
第
六
四
四
条
二
項
に
類
似
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
失
権
」
で
は
な
く
、
「
除
斥
期
間
」

と
い
う
見
出
し
に
し
た
ほ
う
が
、
読
者
諸
賢
の
理
解
を
え
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
イ
ク
リ
ア
民
法
第
一
八
九

1

一
一
条
一
項
に
も
、
同
様

に
、
「
解
約
権
の
失
権
」
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
に
い
う
「
失
権
」
が
わ
が
国
の
「
除
斥
期
間
」
と
正
確
に
対
応
す
る
も
の
な
の
か
、

著
者
に
は
不
明
の
た
め
、
不
適
当
か
も
し
れ
な
い
が
、
「
失
権
」
と
い
う
見
出
し
に
し
て
お
く
。
第
一
八
九
三
条
の
コ
メ
ン
ト
の

1
の
伺
を
も
参

照
せ
よ
。

(

7

)

 

Donati, 
op. 
cit., 
p
a
g
.
 3
1
5
.
 

結
の
日
と
す
る
よ
う
で
あ
る
。

(

8

)

 

Donati• 

op. 
cit., 
pag. 3
1
5
.
 

告
知
義
務
違
反
の
効
果
（
そ
の
二
）
本
条
三
項
は
、
第
一
文
で
、
取
消
権
が
行
使
さ
れ
た
場
合
の
保
険
料
支
払
請
求
権
に
つ
い
て
、
そ
し
て
、

第
二
文
で
、
取
消
権
の
行
使
前
に
保
険
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
保
険
金
支
払
義
務
の
免
責
に
つ
い
て
、
規
定
し
て
い
る
。

関
法

第
四

0
巻
第
二
号

つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
保
険
契
約
者
が
保
険
者
の
取

た
だ
し
、

Donati,
op. 
cit., 
loco 
cit. 
nota 
104 
に
よ
る
と
、

Fanelli

は
、
時
効
の
起
算
点
を
契
約
締

一
八
六
（
三
六
六
）



一
般
原
則
に
よ
る
と
、
取
消
う
る
行
為

(
n
e
g
o
z
i
o
a
n
n
u
l
l
a
b
i
l
e
)
は
、
取
消
が
な
さ
れ
る
ま
で
有
効
で
あ
る
が
、
い
っ
た

(
1
)
 

ん
取
消
が
な
さ
れ
る
と
、
そ
の
取
消
は
、
遡
及
的

(
e
x
t
u
n
e
)

効
果
を
有
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
原
則
は
、
保
険
契
約
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
第
一
文

(
2
)
 

に
よ
る
と
、
保
険
者
は
、
す
で
に
弁
済
期
が
到
来
し
て
い
る
保
険
料
の
ほ
か
、
取
消
の
意
思
を
通
知
し
た
時
点
で
進
行
中
の
保
険
期
間
全
部
に
つ
い
て
の

保
険
料
を
請
求
し
う
る
。
初
年
度
の
保
険
期
間
が
開
始
す
る
以
前
に
取
消
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
た
と
え
、
保
険
料
期
間
が
一
年
未
満
に
設
定
さ
れ
て

(
3
)
 

一
年
分
の
保
険
料
の
支
払
請
求
を
な
し
う
る
。

第
一
文
が
規
定
す
る
保
険
料
支
払
請
求
権
は
、
取
り
消
さ
れ
た
契
約
か
ら
生
じ
た
権
利
で
は
な
い
。
契
約
締
結
前
に
保
険
契
約
者
（
当
時
は
、
契
約
申

(
4
)
 

込
者
）
に
よ
り
な
さ
れ
た
不
実
告
知
の
も
た
ら
し
た
損
害
に
つ
い
て
の
法
定
の
損
害
賠
償
請
求
権
で
あ
る
、
と
解
す
る
立
場
が
有
力
で
あ
る
。
こ
の
権
利

は
、
告
知
義
務
違
反
が
発
見
さ
れ
る
以
前
に
保
険
者
が
負
担
し
た
危
険
と
保
険
者
が
要
し
た
費
用
に
よ
り
、
正
当
化
さ
れ
う
る
。

な
お
、
第
一
文
は
、
旧
イ
タ
リ
ア
商
法
第
四
二
九
条
三
項
に
類
似
す
る
が
、
よ
り
詳
細
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

⑯
保
険
金
支
払
義
務
の
免
責
も
し
、
一
般
原
則
ど
お
り
、
取
消
が
な
さ
れ
る
ま
で
契
約
が
有
効
で
あ
る
、
と
す
れ
ば
、
取
消
前
に
保
険
事
故
が
発
生

し
た
場
合
、
保
険
者
は
、
保
険
金
の
支
払
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
一
文
に
お
い
て
保
険
料
の
支
払
に
つ
い
て
一
般
原
則
が

排
除
さ
れ
て
い
た
の
と
同
様
に
、
第
二
文
に
お
い
て
も
、
保
険
金
の
支
払
に
つ
い
て
一
般
原
則
が
排
除
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
告
知
義
務
違
反
の
発

見
以
前
ま
た
は
発
見
後
三
ヶ
月
以
内
に
保
険
事
故
が
発
生
し
た
場
合
、
保
険
者
は
、
保
険
金
の
支
払
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
旧
イ
タ
リ
ア
商

法
第
四
二
九
条
に
は
第
二
文
に
類
似
の
規
定
は
な
か
っ
た
が
、
解
釈
上
、
同
様
に
、
保
険
者
は
保
険
金
の
支
払
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
さ
れ
て
い

(
5
)
 

た
よ
う
で
あ
る
。

(

1

)

 

Donati, 
op. cit•• 

p
a
g
.
 3
1
5
 
e
 seg. 

(

2

)

第
一
文
は
、
す
で
に
弁
済
期
が
到
来
し
て
い
る
保
険
料
に
つ
い
て
明
示
的
な
言
及
を
し
て
い
な
い
が
、
こ
れ
に
つ
き
保
険
者
が
支
払
請
求
権
を

有
す
る
こ
と
は
、
す
べ
て
の
者
の
肯
定
す
る
と
こ
ろ
の
よ
う
で
あ
る

(Santi,
0
 p. 
cit., 
p
a
g
.
 1
5
8
)

。

(

3

)

 

Donati, 
op. 
cit., 
p
a
g
.
 3
1
6
.
 
な
お
、

S
a
l
a
n
d
r
a
,
op. 
cit., 
p
a
g
.
 
2
4
 0

は
、
笙
が
一

X
を
保
険
料
不
可
分
の
原
則
の
適
用
さ
れ
る
一
場
合
、

い
て
も
、

イ
タ
リ
ア
保
険
法
の
逐
条
的
研
究
（
二
）

い
保
険
料
支
払
請
求
権

一
八
七

（
三
六
七
）



7
 

と
い
う
。

(

4

)

 

Donati, 
op. 
cit., 
loco 
cit. 
こ
の
立
場
は
、
イ
タ
リ
ア
民
法
典
立
法
者
の
考
え
（
イ
タ
リ
ア
民
法
典
立
法
理
由
書
第
七
五
一
番
参
照
）
と
一

致
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

Salandra,
op. 
cit., 
loco 
cit. 
は
、
悪
意
ま
た
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
不
実
告
知
を
し
た
者
に
対
す

る
サ
ン
ク
ツ
ョ
ン
で
あ
る
、
と
す
る
。

(

5

)

 

Donati, 0
 p. 
cit., 
loco 
cit. 
nota 1
0
7
.
 

告
知
義
務
違
反
の
効
果
（
そ
の
一
―
-
•
イ
タ
リ
ア
民
法
第
一
四
一
九
条
の
排
除
）

そ
の
一
部
の
人
ま
た
は
物
に
つ
い
て
不
実
告
知
が
な
さ
れ
た
場
合
、
契
約
は
、
不
実
告
知
に
か
か
わ
ら
な
い
人
ま
た
は
物
に
つ
い
て
は
、
有
効
で
あ
る
旨

を
規
定
す
る
。
た
と
え
ば
、
ひ
と
つ
の
契
約
に
よ
り
二
軒
の
家
屋
に
つ
き
通
常
の
火
災
保
険
が
締
結
さ
れ
た
が
、
そ
の
う
ち
の
一
軒
が
引
火
性
の
強
い
物

の
倉
庫
に
利
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
場
合
、
他
の
一
軒
に
つ
い
て
は
、
契
約
は
有
効
で
あ
る
。

本
項
は
、
契
約
維
持
の
原
則

(principio
di 
c
o
n
s
e
r
v
a
z
i
o
n
e
 <lei 
contratti)

に
基
づ
き
、
イ
ク
リ
ア
民
法
第
一
四
一
九
条
を
排
除
し
た
規
定
で

(
1
)

（

2
)
 

あ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
同
条
を
保
険
契
約
に
直
接
的
に
適
用
す
れ
ば
、
一
部
の
人
ま
た
は
物
に
つ
い
て
不
実
告
知
が
な
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
保
険

契
約
の
無
効
を
避
け
る
こ
と
は
、
相
当
に
困
難
、
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
保
険
契
約
者
は
、
保
険
者
が
不
実
告
知
に
か
か
わ
ら
な
い
人
ま
た
は
物
に

(
3
)
 

つ
い
て
の
み
で
あ
っ
て
も
契
約
を
締
結
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
本
項
は
、
悪
意
ま
た
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
不
実
告
知
が
な
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
の
規
定
の
な
か
に
、
お
か
れ
て
い
る
。
立
法
の
形
式
の
み

か
ら
す
れ
ば
、
本
項
は
、
悪
意
ま
た
は
重
大
な
過
失
な
し
に
不
実
告
知
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
適
用
さ
れ
な
い
よ
う
に
解
釈
さ
れ
う
る
。
し
か
し
、
悪

意
ま
た
は
重
大
な
過
失
な
し
に
不
実
告
知
が
な
さ
れ
た
場
合
に
も
、
本
項
の
適
用
を
認
め
る
考
え
が
定
説
化
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
悪
意

ま
た
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
不
実
告
知
が
な
さ
れ
、
本
来
な
ら
全
部
取
り
消
さ
れ
る
べ
き
契
約
に
つ
き
、

悪
意
ま
た
は
璽
大
な
過
失
な
し
に
不
実
告
知
が
な
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
場
合
に
は
、

(
4
)
 

あ
る
。

関
法

第
四

0
巻
第
二
号

一
部
存
続
を
認
め
る
理
由
は
よ
り
強
く
認
識
し
う
る
は
ず
だ
か
ら
で

一
部
存
続
を
認
め
る
理
由
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、

四
項
は
、
保
険
が
複
数
の
人
ま
た
は
複
数
の
物
に
関
連
し
、

一
八
八

（
三
六
八
）



(

1

)

 

一
九
三
二
条
一
項
）
。

契
約
締
結
（
ま
た
は
同
一
条
件
で
の
締
結
）
に
影
響
を
及
ぼ
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
事
情
に
関
す
る
不
実
告
知
が
な
さ

れ
た
場
合
に
も
保
険
者
に
取
消
権
を
付
与
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
不
実
告
知
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
て
か
ら
六
ヶ
月
（
本
条
二
項
で
は
三
ヶ
月
）
以
内

で
あ
れ
ば
取
消
権
を
認
め
る
よ
う
な
約
款
な
ど
は
、
無
効
で
あ
る
。
し
か
し
、
生
命
保
険
に
お
い
て
よ
く
み
う
け
ら
れ
る
が
、
被
保
険
者
に
有
利
な
約
款

は
、
原
則
と
し
て
、
有
効
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
保
険
契
約
者
に
悪
意
が
な
い
場
合
に
は
、
告
知
義
務
違
反
が
あ
っ
て
も
、
契
約
締
結
後
に
一
定
年
月
を

(
1
)
 

経
過
し
た
と
き
に
、
保
険
者
の
取
消
権
は
消
減
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
約
款
で
あ
る
。

す
で
に
み
た
よ
う
に
（
本
条
の
コ
メ
ン
ト

2
)
、

不
可
争
約
款
は
、
被
保
険
者
の
保
護
の
た
め
、
重
要
な
働

き
を
な
し
て
い
た
。
し
か
し
、
不
可
争
約
款
は
、
現
行
法
の
も
と
に
お
い
て
も
、
な
お
、
生
命
保
険
の
分
野
に
お
い
て
、
少
な
か
ら
ず
意
義
を
有
し
て
い

(
2
)
 

る。
8
 

(

3

)

 

(

4

)

 

(

5

)

 

イ
ク
リ
ア
保
険
法
の
逐
条
的
研
究
（
二
）

Donati• 

op. cit•• 

p
a
g
.
 3
1
9
.
 

一
八
九

（
三
六
九
）

ま
た
、
本
項
は
、
保
険
が
複
数
の
人
ま
た
は
複
数
の
物
に
関
連
す
る
場
合
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
が
、
ひ
と
つ
の
物
ま
た
は
ひ
と
り
の
人
に
つ
い
て

(
5
)
 

で
あ
っ
て
も
、
そ
の
物
ま
た
は
人
の
複
数
の
危
険
に
関
連
す
る
保
険
に
も
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

(

1

)

 

D
e
 G
r
e
g
o
r
i
o
 e
 Fanelli, 
op. cit•• 

p
a
g
.
 7
3
.
 

(

2

)

イ
ク
リ
ア
民
法
第
一
四
一
九
条
（
一
部
無
効
）
「
契
約
の
一
部
無
効
ま
た
は
個
々
の
条
項
の
無
効
は
、
無
効
と
さ
れ
た
契
約
内
容
の
部
分
な
し

に
は
当
事
者
が
契
約
を
締
結
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
場
合
、
契
約
全
部
の
無
効
を
も
た
ら
す
。

個
々
の
条
項
の
無
効
は
、
無
効
な
条
項
が
強
行
法
規
に
基
づ
く
権
利
に
よ
り
代
替
さ
れ
る
と
き
に
は
、
契
約
の
無
効
を
も
た
ら
さ
な
い
。
」

D
e
 G
r
e
g
o
r
i
o
 e
 Fanelli, 
op. 
cit., 
loco 
cit. 

Donati, 0
 p. 
cit., 
pag. 3
1
8
,
 
D
e
 G
r
e
g
o
r
i
o
 e
 Fanelli, 
op. cit•• 

loco 
cit. 

Donati, 0
 p. cit•• 

p
a
g
.
 3
1
9
.
 

不
可
争
約
款

本
条
（
、
第
一
八
九
一
ー
一
条
お
よ
び
第
一
八
九
四
条
）
は
、
被
保
険
者
の
有
利
に
の
み
、
修
正
・
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
第

た
と
え
ば
、

旧
イ
ク
リ
ア
商
法
第
四
二
九
条
の
も
と
、



第
一
八
九
三
条
（
悪
意
ま
た
は
重
大
な
過
失
な
き
不
実
告
知
お
よ
び
不
告
知
）

は
、
不
実
告
知
お
よ
び
不
告
知
は
、
契
約
の
取
消
事
由
で
は
な
い
が
、
保
険
者
は
、
告
知
の
不
正
確
ま
た
は
不
告
知
を
知
っ
た
日
か
ら
三
ヶ
月
以
内
に
、

被
保
険
者
に
対
し
て
な
さ
れ
る
べ
き
通
告
に
よ
り
、
そ
の
契
約
か
ら
退
く
権
利
を
有
す
る
。

保
険
者
が
告
知
の
不
正
確
ま
た
は
不
告
知
を
知
る
以
前
に
ま
た
は
契
約
か
ら
退
く
旨
を
通
告
す
る
以
前
に
、
保
険
事
故
が
発
生
し
た
と
き
は
、
支
払
わ

れ
る
べ
き
保
険
金
は
、
約
定
保
険
料
と
真
実
の
事
実
状
態
が
知
ら
れ
て
い
れ
ば
適
用
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
保
険
料
と
の
差
額
に
比
例
し
て
、
減
額
さ
れ
る
。
」

何
解
約
権
の
付
与
本
条
一
項
は
、
保
険
契
約
者
が
悪
意
ま
た
は
重
大
な
過

(
1
)
 

失
な
く
し
て
不
実
告
知
（
不
告
知
）
を
し
た
場
合
、
保
険
者
に
、
契
約
か
ら
退
く
権
利

(diritto
d
i
 
r
e
c
e
d
e
r
e
 d
a
l
 
contratto)
を
付
与
し
て
い
る
。

こ
の
権
利
は
、
イ
タ
リ
ア
民
法
第
ニ
―
―
七
三
条
に
い
う
「
一
方
的
解
約
権

(diritto
d
i
 
r
e
c
e
s
s
o
 
unilaterale)
」
と
解
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
契

(
2
)
 

約
当
事
者
の
一
方
か
ら
他
方
に
対
し
て
の
一
方
的
通
告
に
よ
り
契
約
を
解
消
さ
せ
る
。

本
条
は
、
前
条
と
同
じ
く
、
重
大
な
事
情
に
つ
い
て
不
実
告
知
が
な
さ
れ
た
こ
と
（
客
親
的
要
件
）
を
要
す
る
が
、
前
条
と
異
な
り
、
告
知
義
務
者
の

悪
意
ま
た
は
重
大
な
過
失
（
主
観
的
要
件
）
を
要
し
な
い
。
客
観
的
要
件
が
存
在
す
れ
ば
、
告
知
さ
れ
た
危
険
と
真
実
の
状
態
に
不
一
致
が
生
じ
、
保
険

者
の
保
護
の
た
め
に
定
め
ら
れ
た
、
契
約
の
完
全
な
有
効
性
の
前
提
を
欠
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
不
実
告
知
に
悪
意
ま
た
は
重
大
な
過
失

が
伴
う
か
否
か
は
、
無
関
係
で
あ
る
。
し
か
し
、
立
法
者
は
、
悪
意
ま
た
は
重
大
な
過
失
な
く
し
て
不
実
告
知
が
な
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
契
約
が
そ
れ
ほ

ど
危
険
で
は
な
い
も
の
と
し
て
、
保
険
者
に
契
約
か
ら
退
く
権
利
を
与
え
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
場
合
、
契
約
は
、
取
り
消
し
う
る
も
の
で
は
な
く
、
解

(
3
)
 

約
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
。

ー

悪
意
・
重
大
な
過
失
な
き
告
知
義
務
違
反
の
効
果
（
そ
の
一
）

(

2

)

 

D
o
n
a
t
i
,
 
op. 
cit., 
l
o
c
o
 
cit. 

関
法

第
四
〇
巻
第
二
号

「
保
険
契
約
者
が
悪
意
ま
た
は
重
大
な
過
失
な
く
し
て
し
た
と
き
に

一
九
〇

（
三
七

0
)（

文
責
・
岡
田
）



⑯
解
約
権
の
行
使

一九

保
険
者
の
解
約
の
意
思
は
、
保
険
契
約
者
に
対
し
て
通
知
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
条
一
項
は
、

「
被
保
険
者
に
対
し
て
」

「
保
険
契
約
者
に
対
し
て
」
通
知
さ
れ
る
べ
き
、
と
し
て
い
る
。
一
方
の
当
事
者
が
な
す
契
約
の
取

消
・
解
約
の
通
知
は
、
他
方
の
当
事
者
に
対
し
て
な
さ
れ
る
べ
き
が
当
然
で
あ
る
。
イ
ク
リ
ア
民
法
は
、
保
険
契
約
者
と
被
保
険
者
を
同
視
し
て
規
定
す

る
こ
と
が
多
い
が
、
前
条
二
項
で
は
、
正
し
く
、
「
保
険
契
約
者
に
対
し
て
」
と
明
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
本
条
一
項
で
も
、
正
し
く
、

(
4
)
 

契
約
者
に
対
し
て
」
と
規
定
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

解
約
の
通
知
は
、
何
ら
方
式
を
要
せ
ず
、
保
険
者
が
一
方
的
に
な
せ
ば
よ
い
。
保
険
契
約
者
の
承
認
を
要
し
な
い
。
保
険
契
約
者
に
そ
れ
が
到
達
し
た

伺
解
約
権
の
失
権

本
条
一
項
は
、
あ
た
か
も
、
前
条
二
項
が
保
険
者
の
取
消
権
の
短
期
失
権
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
た
の
と
同
様
に
、
保
険
者
の
解

約
権
の
短
期
失
権
に
つ
い
て
も
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
告
知
義
務
違
反
を
知
っ
た
日
か
ら
三
ヶ
月
以
内
に
解
約
権
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
解
約
は
、
取
消
と
異
な
り
、
法
律
上
当
然
に

(ipso
jure)
効
力
を
生
じ
、
保
険
契
約
者
が
解
約
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
も
、
保
険
者
と
す

(
5
)
 

れ
ば
、
判
決
を
要
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
取
消
の
場
合
、
保
険
者
の
取
消
に
保
険
契
約
者
が
応
じ
な
け
れ
ば
、
保
険
者
が
取
消
の
訴
を
起
こ
す
し
か
な
か

っ
た
（
保
険
者
は
、
取
消
を
認
め
る
勝
訴
判
決
が
え
ら
れ
な
け
れ
ば
、
給
付
を
免
れ
ら
れ
な
い
）
。
こ
れ
に
反
し
、
解
約
の
場
合
、
保
険
者
は
、
解
約
の

通
知
を
す
れ
ば
（
そ
れ
が
保
険
契
約
者
に
到
達
す
れ
ば
）
、
も
は
や
、
給
付
を
な
す
必
要
が
な
い
。
権
利
の
存
在
（
解
約
の
無
効
）
を
信
じ
る
保
険
契
約

(6) 

者
が
そ
れ
を
求
め
て
訴
訟
を
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
取
消
権
と
異
な
り
、
解
約
権
に
つ
い
て
は
、
消
減
時
効
の
問
題
は
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。

契
約
か
ら
退
く
権
利
と
い
う
訳
語
は
、
い
か
に
も
こ
な
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
印
象
を
あ
た
え
る
で
あ
ろ
う
。

diri
tto 
di 
r
e
c
e
d
e
r
e
 
d
a
l
 

contratto
と
あ
る
よ
う
に
、
自
動
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
「
契
約
を
解
約
す
る
権
利
」
と
訳
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
権
利
が
解
約
権
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

(

2

)

通
（
定
）
説
。

(

3

)

 

Donati, 
op. cit•• 

p
a
g
.
 3

1
6
 
e
 seg. 

(

1

)

 

イ
ク
リ
ア
保
険
法
の
逐
条
的
研
究
（
二
）

と
き
に
、
解
約
の
効
果
が
生
じ
る
。

通
知
さ
れ
る
べ
き
、
と
し
て
い
る
。
前
条
二
項
は
、

（
三
七
一
）

「
保
険



2
 

第
四

0
巻
第
二
号

（
三
七
二
）

の
み

(

4

)

 

Donati• 

op. cit•• 

pag. 
3
1
7
.
 

保
険
契
約
者
が
保
険
者
の
解
約
を
不
服
と
し
て
訴
訟
が
な
さ
れ
る
場
合
、
保
険
者
は
、
解
約
権
を
発
生
さ
せ

る
事
実
（
客
蜆
的
要
件
）
が
存
在
す
る
こ
と
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
保
険
契
約
者
は
、
不
実
告
知
が
な
さ
れ
た
に
せ

よ
、
保
険
者
が
別
の
方
法
に
よ
り
真
実
の
事
実
招
待
を
知
っ
て
い
た
こ
と
を
立
証
す
れ
ば
、
保
険
者
の
解
約
に
対
抗
し
う
る
。

(

5

)

 

Santi, op·cit•• 

p
a
g
.
 1
5
8
 
e
 seg. 
た
だ
し
、
前
注
(

4

)

参
照
。

(

6

)

 

Donati• 

op. cit•• 

loco 
cit. 

悪
意
・
重
大
な
過
失
な
き
告
知
義
務
違
反
の
効
果
（
そ
の
二
）
伺
保
険
金
の
減
額
支
払
保
険
者
が
告
知
義
務
違
反
を
知
る
以
前
ま
た
は
解

約
権
の
行
使
以
前
に
保
険
事
故
が
発
生
し
た
場
合
、
保
険
金
は
、
約
定
の
保
険
料
と
保
険
者
が
真
実
の
事
実
状
態
を
知
っ
て
い
れ
ば
適
用
さ
れ
た
で
あ
ろ

う
保
険
料
と
の
差
額
に
比
例
し
て
、
減
額
さ
れ
る
（
本
条
二
項
）
。

イ
ク
リ
ア
民
法
第
一
三
七
一
＿
一
条
に
よ
る
と
、
継
続
的
契
約
に
お
い
て
は
、
解
約
の
効
果
は
、
解
約
の
と
き
か
ら
将
来
に
向
か
っ
て

(
e
x
n
u
n
c
)
 

及
び
、
遡
及
し
な
い
。
こ
の
原
則
は
、
保
険
者
の
保
険
料
支
払
請
求
権
に
は
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
、
保
険
者
は
、
解
約
し
た
と
き
に
進
行
中
の
保
険
期
間

(
1
)
 

（
お
よ
び
そ
れ
以
前
の
保
険
期
間
）
に
関
す
る
保
険
料
の
支
払
請
求
権
を
有
す
る
。

し
か
し
、
保
険
者
が
告
知
義
務
違
反
を
知
る
以
前
ま
た
は
解
約
権
の
行
使
以
前
に
保
険
事
故
が
発
生
し
た
場
合
、
保
険
者
に
全
面
的
に
危
険
（
保
険
金

全
額
の
支
払
義
務
）
を
負
わ
せ
た
ま
ま
に
し
て
お
く
の
は
、
少
な
く
と
も
、
保
険
者
に
と
っ
て
は
、
不
合
理
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
告
知
義
務
者
に
悪

意
・
重
大
な
過
失
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
保
険
者
が
引
き
受
け
た
危
険
が
「
不
良
危
険
」
で
あ
る
こ
と
に
は
、
変
わ
り
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
、
客

観
的
要
件
さ
え
存
在
す
れ
ば
、
主
観
的
要
件
（
悪
意
・
重
大
な
過
失
）
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
険
者
の
保
険
金
支
払
義
務
を
全
面
的
に
否
定
し
ま
う

(
2
)
 

の
は
、
被
保
険
者
に
と
っ
て
、
あ
ま
り
に
も
酷
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
イ
ク
リ
ア
民
法
の
立
法
者
は
、
両
者
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
、
約
定
の
保
険
料
と
保

険
者
が
真
実
の
事
実
状
態
を
知
っ
て
い
れ
ば
適
用
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
保
険
料
と
の
差
額
に
比
例
し
て
、
保
険
金
は
減
額
支
払
さ
れ
る
も
の
、
と
し
た
。

本
条
二
項
は
、
と
り
わ
け
、
生
命
保
険
の
分
野
に
お
い
て
発
達
し
て
い
た
実
務
に
し
た
が
っ
た
も
の
、
あ
る
い
は
、
「
契
約
修
正
の
原
則

(principio

della 
rettifica 
del 
contratto)
」
が
適
用
さ
れ
る
場
合
、
と
い
い
う
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
保
険
者
は
、
真
実
の
事
実
状
態
を
知
っ
て
い
て
も
、
高
額

関
法

一
九



て
い
る
。

(
3
)
 

の
保
険
料
で
契
約
を
締
結
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
前
提
で
、
こ
の
規
定
は
設
け
ら
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
両
者
の
バ
ラ
ン
ス
（
保
険
金
は
減
額
支
払
）
と
は
い
っ
て
も
、
生
命
保
険
に
お
け
る
年
齢
の
不
実
告
知
の
よ
う
な
場
合
を
除
き
、
多
く
の
場

合
、
実
際
に
、
ど
れ
だ
け
の
割
合
で
減
額
を
な
す
べ
き
か
、
そ
の
判
断
が
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
う
こ
と
は
、
異
口
同
音
に
語
ら
れ
て
い
る
。

⑯
真
実
の
事
実
状
態
を
知
っ
て
い
れ
ば
契
約
を
締
結
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
場
合

し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
場
合
に
つ
い
て
、
明
示
的
な
規
定
を
し
て
い
な
い
。
一
九
四

0
年
民
法
改
正
草
案
第
五
二
七
条
は
、
こ
の
場
合
に
つ
い
て
、
前
条

(
4
)
 

の
規
定
と
同
様
、
契
約
の
無
効
お
よ
び
初
年
度
分
の
保
険
料
相
当
額
の
支
払
請
求
権
を
規
定
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
つ
い
て
、
規
定
が
な
さ
れ

(
5
)
 

て
い
な
い
の
は
、
立
法
の
空
白
で
あ
る
、
と
い
う
評
価
も
あ
り
え
よ
う
。
し
か
し
、
学
説
は
、
保
険
金
の
支
払
は
な
さ
れ
な
い
、
と
す
る
点
で
、

二
項
の
文
言
（
真
実
の
事
実
状
態
が
知
ら
れ
て
い
れ
ば
適
用
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
保
険
料
）
の
解
釈
か
ら
し
て
も
、
明
ら
か
な
よ
う
に
、

実
の
事
実
状
態
を
知
っ
て
い
れ
ば
契
約
を
締
結
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
場
合
」
に
は
、
「
適
用
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
保
険
料
」
な
ど
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
約
定
保
険
料
と
適
用
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
保
険
料
と
の
差
額
も
あ
り
え
ず
、
そ
れ
に
比
例
し
て
の
減
額
は
お
ろ
か
、
保
険
金
の
支
払
は

(
6
)
 

一
切
な
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
、
保
険
金
の
支
払
が
な
さ
れ
る
、
と
す
れ
ば
、
高
額
の
保
険
料
で
契
約
を
締
結
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
場
合
に
比
べ
、

(
7
)
 

保
険
者
は
、
酷
な
地
位
に
立
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
と
は
逆
に
、
被
保
険
者
は
、
何
の
根
拠
も
な
く
、
優
遇
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

形
式
論
か
ら
し
て
も
、
実
質
論
か
ら
し
て
も
、
こ
の
場
合
、
保
険
金
の
支
払
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

伺
保
険
料
支
払
請
求
権

本
条
は
、
保
険
者
の
保
険
料
支
払
請
求
権
に
つ
い
て
、
明
示
的
に
は
、
何
も
規
定
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
学
説
は
、
保
険

(8) 

者
が
解
約
し
た
と
き
に
進
行
中
の
保
険
期
間
（
お
よ
び
そ
れ
以
前
の
保
険
期
間
）
に
関
す
る
保
険
料
の
支
払
請
求
権
を
有
す
る
こ
と
を
認
め
る
点
で
、
一

致
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
論
拠
は
、
必
ず
し
も
、
一
致
し
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
一
般
的
な
支
持
を
う
け
て
い
る
、
と
思
わ
れ
る
の
は
、
ぃ
で
も
み

た
よ
う
に
、
イ
ク
リ
ア
民
法
第
一
三
七
三
条
に
よ
る
と
、
継
続
的
契
約
に
お
い
て
は
、
解
約
の
効
果
は
、
解
約
の
と
き
か
ら
将
来
に
向
か
っ
て
の
み
及
び
、

(
9
)
 

保
険
者
は
、
解
約
し
た
と
き
に
進
行
中
の
保
険
期
間
（
お
よ
び
そ
れ
以
前
の
保
険
期
間
）
に
関
す
る
保
険
料
の
支
払
請
求
権
を
有
す
る
、
と
す
る
考
え
で

イ
ク
リ
ア
保
険
法
の
逐
条
的
研
究
（
二
）

一九―――

(-―＿七一―-）

「
保
険
者
が
真

一
致
し

本
条
二
項
は
、
真
実
の
事
実
状
態
を
知
っ
て
い
れ
ば
契
約
を
締
結



あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
ま
た
、
本
条
二
項
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
保
険
者
は
、
減
額
さ
れ
る
に
せ
よ
、
保
険
金
支
払
義
務
を
負
っ
て
お
り
、
解
約
権
の
行
使

(10)

（

11) 

時
点
ま
で
、
危
険
を
負
担
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
、
と
の
説
明
も
な
さ
れ
て
い
る
。

(

1

)

詳
細
は
、
伺
を
参
照
。

(

2

)

 

Donati, 
op. cit•• 

p
a
g
.
 3
1
8
,
 
Salandra, 
op. cit•• 

p
a
g
.
 2
4
1
.
 

(

3

)

 

Salandra, 
op. 
cit:, 
pag. 
2
4
2
.
 

た
と
え
ば
、
被
保
険
者
の
年
齢
に
つ
き
不
実
告
知
が
な
さ
れ
た
場
合
で
も
、
真
実
の
年
齢
に
適
用
さ
れ
る

保
険
料
の
支
払
さ
え
あ
れ
ば
、
保
険
者
は
契
約
を
締
結
し
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
「
契
約
修
正
の
原
則
」
は
、
イ
ク
リ
ア
民
法
第
一
八
九
八
条
、

同
第
一
九

0
七
条
お
よ
び
同
第
一
九

0
九
条
に
も
み
ら
れ
る
、
と
い
う
。

(

4

)

 

Salandra, 
op. 
cit・・loco 
cit. 
初
年
度
分
の
保
険
料
相
当
額
の
支
払
請
求
は
、
費
用
の
償
還
請
求
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

(

5

)

 

D
e
 G
r
e
g
o
r
i
o
 e
 Fanelli, 
op. cit•• 

pag. 7
0
.
 

(

6

)

 

D
e
 G
r
e
g
o
r
i
o
 e
 Fanelli, 
op. cit•• 

loco 
cit., 
n
o
t
a
 
11

も
、
こ
の
形
式
論
理
を
採
っ
て
い
る
。
な
ら
ば
、
立
法
に
空
白
は
な
い
、
と
も

い
い
う
る
。

(

7

)

 

Santi, 
op. 
cit., 
pag. 1
5
9
,
 
Salandra, 
op. 
cit., 
loco 
cit. 

(

8

)

イ
ク
リ
ア
民
法
第
一
八
九
二
条
三
項
の
保
険
料
請
求
権
に
関
す
る
規
定
が
適
用
ま
た
は
類
推
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
明
言
す
る
の
は
、

D
e
G
r
e
、

gorio 
e
 Fanelli, 
op. cit•• 

pag. 6
9
 e
 s
e
g
•お
よ
び

S
a
l
a
n
d
r
a
,

op. 
cit., 
pag. 2
4
4

で
あ
る
。

(

9

)

 

Donati, 0
 p. 
cit., 
pag. 3
1
7
.
 

(

1

0

)

 

Salandra, 
op. 
cit., 
p
a
g
.
 2
4
2
.
 

(

1

1

)

こ
の
ほ
か
に
、

Santi,
op. cit•• 

loco cit. 
は
、
保
険
者
の
保
険
料
請
求
権
は
契
約
当
事
者
の
錯
誤
の
理
論
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
旨
を

主
張
す
る
。

関
法

第
四

0
巻
第
二
号

（
第
三
者
の
名
に
お
け
る
ま
た
は
第
三
者
の
た
め
に
す
る
保
険
）

「
第
三
者
の
名
に
お
け
る
ま
た
は
第
三
者
の
た
め
に
す
る
保
険
に

第
＿
八
九
四
条

お
い
て
、
第
三
者
が
危
険
に
関
す
る
告
知
の
不
正
確
ま
た
は
不
告
知
を
知
っ
て
い
る
場
合
、
第
一
八
九
二
条
お
よ
び
第
一
八
九
一
ー
一
条
の
規
定
は
、
保
険
者

一
九
四

（
文
責
・
小
櫻
）

（
三
七
四
）



定
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
前

1

一
条
に
お
い
て
は
、
危
険
の
告
知
（
不
実
告
知
ま
た
は
不
告
知
）
の
効
果
に
関
し
て
、
考
察
の
対
象
と
な
っ

て
い
る
の
は
、
被
保
険
者
で
は
な
く
、
保
険
契
約
者
で
あ
る
。
保
険
契
約
者
と
被
保
険
者
が
別
人
の
場
合
、
保
険
契
約
者
が
危
険
の
告
知
を
す
る
こ
と
に

な
る
の
で
、
不
実
告
知
ま
た
は
不
告
知
も
保
険
契
約
者
に
関
連
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
保
険
契
約
者
が
被
保
険
者
か
ら
受
け
取
っ
た
不
正
確
な
あ

る
い
は
不
充
分
な
デ
ー
ク
に
基
づ
き
危
険
の
告
知
を
す
る
こ
と
や
、
ま
た
は
、
被
保
険
者
が
真
実
を
知
っ
て
お
り
保
険
契
約
者
が
そ
れ
を
知
ら
な
い
こ
と

が
あ
り
う
る
。
保
険
者
に
真
実
が
知
ら
さ
れ
な
い
ま
ま
保
険
契
約
者
に
よ
り
契
約
が
締
結
さ
れ
た
こ
と
を
さ
い
わ
い
に
、
被
保
険
者
が
前
二
条
の
保
険
者

の
保
護
規
定
の
適
用
を
免
れ
う
る
、
と
い
う
の
は
、
明
ら
か
に
、
不
合
理
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
被
保
険
者
は
、
自
分
が
知
っ
て
い
る
け
れ
ど
保
険
契
約
者

(
1
)
 

が
偶
然
知
ら
な
い
こ
と
ま
た
は
不
実
告
知
・
不
告
知
し
た
こ
と
で
危
険
の
評
価
に
影
響
を
及
ぼ
す
事
情
を
、
保
険
者
に
通
知
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
。

本
条
が
適
用
さ
れ
る
の
は
、
被
保
険
者
が
危
険
に
関
す
る
不
実
告
知
・
不
告
知
を
知
っ
て
お
り
そ
し
て
遅
滞
な
く
保
険
者
に
真
実
を
通
知
し
な
か
っ
た

(
2
)
 

湯
合
で
あ
ろ
う
。

(

1

)

 

S
a
l
a
n
d
r
a
,
 
op. 
cit., 
p
a
g
.
 
2
5
5
.
 

被
保
険
者
の
危
険
に
関
す
る
不
実
告
知
・
不
告
知
の
効
果
と
保
険
契
約
者
の
危
険
に
関
す
る
不
実
告
知
・

不
告
知
の
効
果
は
、
同
じ
、
と
さ
れ
て
い
る
。
同
様
の
立
法
例
・
ド
イ
ツ
保
険
契
約
法
第
七
九
条
お
よ
び
オ
ー
ス
ト
リ
ア
保
険
契
約
法
第
七
一
条
。

(

2

)

被
保
険
者
が
契
約
が
締
結
さ
れ
た
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
通
知
の
し
よ
う
も
な
い
し
、
ま
た
、
遅
滞
な
く
通
知
し
え
な
か
っ
た
場
合
も
、
前

二
条
の
規
定
の
適
用
は
な
い

(
S
a
l
a
n
d
r
a
,
op. 
cit., 
l
o
c
o
 
cit.)
。

他
人
の
生
命
の
保
険
契
約
へ
の
適
用
の
可
否
第
三
者
の
生
命
の
保
険
契
約
（
わ
が
国
で
い
う
、
他
人
の
生
命
の
保
険
契
約
・
日
本
商
法
第
六

七
三
条
）
は
、
第
三
者
（
他
人
）
の
た
め
に
す
る
保
険
契
約
と
、
概
念
上
、
一
致
し
な
い
。
し
か
し
、
他
人
の
た
め
に
す
る
損
害
保
険
契
約
に
お
い
て
、

被
保
険
者
が
危
険
に
つ
い
て
保
険
契
約
者
よ
り
通
じ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
の
と
同
様
、
第
三
者
の
生
命
の
保
険
契
約
に
お
い
て
、
第
一
二
者
で
あ
る
被
保
険

2
 

イ
ク
リ
ア
保
険
法
の
逐
条
的
研
究
（
二
）

1

立
法
理
由

の
た
め
に
適
用
さ
れ
る
。
」

一
九
五

本
条
は
、
第
三
者
の
名
に
お
け
る
保
険
、
第
三
者
の
た
め
に
す
る
保
険
ま
た
は
不
特
定
人
の
た
め
に
す
る
保
険
に
、
前
二
条
の
規

（
三
七
五
）



者
（
危
険
の
保
有
者
・

portatore
d
e
l
 rischi 0

と
呼
称
す
る
ほ
う
が
適
当
）
が
危
険
に
つ
い
て
保
険
契
約
者
よ
り
通
じ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
、

本
条
（
前
二
条
と
い
う
べ
き
か
）
の
第
三
者
の
生
命
の
保
険
契
約
へ
の
適
用
の
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
否
定
説
の
反
論
も
す
る
ど
い
も
の
が

あ
る
。
議
論
の
概
要
の
み
を
み
て
お
こ
う
。

ま
ず
、
第
三
者
は
、
自
分
の
生
命
に
つ
き
保
険
契
約
が
締
結
さ
れ
る
こ
と
に
同
意
し
た
こ
と
に
よ
り
（
第
一
九
一
九
条
二
項
）
、
保
険
契
約
者
の
資
格

(
1
)
 

を
補
完
し
、
保
険
者
に
対
し
て
、
保
険
契
約
者
と
と
も
に
完
全
な
当
事
者
に
な
る
、
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
こ
の
見
解
に
対
し
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
批

判
が
な
さ
れ
う
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
九
一
九
条
二
項
の
同
意
は
、
死
亡
を
保
険
事
故
と
す
る
場
合
の
み
に
要
求
さ
れ
、
生
存
を
保
険
事
故
と
す
る
場
合

に
は
要
求
さ
れ
な
い
の
で
、
こ
の
見
解
の
適
用
範
囲
は
限
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
同
意
は
、
保
険
契
約
者
の
資
格
を
補
完
す
る
も
の
で
は
な
い
（
保
険
契
約

(
2
)
 

者
の
資
格
は
み
た
さ
れ
て
い
る
）
。

つ
ぎ
に
、
第
一
八
九
二
条
お
よ
び
第
一
八
九
一
ー
一
条
に
あ
る
「
保
険
契
約
者
」
の
文
言
を
拡
大
解
釈
し
て
第
三
者
を
含
ま
せ
る
見
解
が
あ
る
。
こ
の
見
解

(
3
)
 

は
、
保
険
者
に
と
っ
て
は
、
第
三
者
の
危
険
に
関
す
る
不
実
告
知
・
不
告
知
が
保
険
契
約
者
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
論
拠
に
し
て
い
る
。
こ
の
見

解
に
対
し
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
八
九
二
条
お
よ
び
第
一
八
九
三
条
は
、
例
外
規
定
で
あ
り
、
拡
大
解
釈
に

な
じ
ま
な
い
。
ま
た
、
第
一
八
九
二
条
、
第
一
八
九
一
＿
一
条
お
よ
び
本
条
は
、
保
険
契
約
者
お
よ
び
被
保
険
者
の
主
観
的
事
情
に
関
連
し
た
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
、
第
三
者
の
生
命
の
保
険
契
約
に
お
け
る
第
一
一
一
者
は
、
契
約
当
事
者
で
は
な
い
し
、
被
保
険
利
益
の
権
利
者
で
も
な
く
契
約
に
よ
り
何
の
権
利

(

4

)

 

も
取
得
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
保
険
契
約
者
や
（
損
害
保
険
契
約
に
お
け
る
）
被
保
険
者
と
は
異
な
る
地
位
に
あ
る
。

(

1

)

 

F
r
a
n
c
o
 Garresi, 
Qualificazione 
giuridica 
d
e
l
 
terzo 
sulla 
cui 
vita 
e
 stipulato il 
contratto 
d'assicurazione, 
A
s
s
i
c
u
r
a
、

zioni, 
1
9
5
8
 I
,
 

p
a
g
.
 3
7
 e
 segg. 

(

2

)

 

Santi, 
op. cit•• 

p
a
g
.
 1
4
9
 
e
 seg. 

(

3

)

 

R
e
n
z
o
 P
o
g
g
i
,
 
Sull'applicabilita 
degli 
artt. 
1
8
8
2
 
e
 1
8
8
3
 
c. 
c. 
al 
contratto 
di 
assicurazione 
stipulato 
sulla 
vita 
di 

terzo, 
Assicurazioni, 1
9
6
2
 
II, 
2
,
 
p
a
g
.
 
104 e
 segg. 

(

4

)

 

Santi, 
op. cit•• 

p
a
g
.
 1
5
0
.
 

関
法
第
四
〇
巻
第
二
号

一
九
六

（
三
七
六
）

（
文
責
・
栗
田
）



「
危
険
が
ま
っ
た
く
存
在
し
な
か
っ
た
か
、
ま
た
は
、
契
約
の
締
結
以
前
に
存
在
し
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
契

わ
れ
わ
れ
は
、
い
ま
、
と
り
あ
え
ず
、
危
険
に
「
損
害
を
も
た
ら
す
事
故
の
可
能
性

(possibilita
di 
u
n
 e
v
e
n
t
o
 
d
a
n
 ,
 

1

危
険
の
不
存
在

(
1
)
 

n
o
s
o
)
」
と
い
う
定
義
を
与
え
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
し
て
、
保
険
契
約
の
目
的
を
、
被
保
険
者
に
の
し
か
か
る
危
険
の
保
険
者
に
よ
る
引
受
、
と

考
え
る
と
、
危
険
は
、
契
約
の
本
質
的
要
素
の
ひ
と
つ
、
と
い
い
う
る
。
す
る
と
、
危
険
が
契
約
の
締
結
以
前
に
存
在
し
な
け
れ
ば
、
契
約
は
無
効
に
な

(

2

)

(

3

)

 

ら
ざ
る
を
え
な
い
。
本
条
は
、
そ
れ
を
確
認
し
た
当
然
の
規
定
、
と
い
い
う
る
。

危
険
が
存
在
す
る
、
と
い
う
た
め
に
は
、
ま
ず
、
保
険
事
故
発
生
の
可
能
性
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
可
能
性
が
あ
り
、
保
険
事
故
発

生
時
期
ま
た
は
損
害
の
程
度
に
つ
い
て
不
確
実
性
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
契
約
締
結
時
に
、
こ
の
可
能
性
ま
た
は
不
確
実
性
の
い
ず
れ
か
を
欠
い
て
も
、

危
険
は
存
在
し
な
い
。
契
約
締
結
時
に
保
険
事
故
発
生
の
可
能
性
の
な
い
（
ま
っ
た
く
存
在
し
な
か
っ
た
か
、
ま
た
は
、
か
つ
て
存
在
し
た
け
れ
ど
も
う

存
在
し
な
く
な
っ
た
）
場
合
、
保
険
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
人
ま
た
は
物
は
、
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
契
約
の
無
効
は
明
ら
か
で

あ
る
。
つ
ぎ
に
、
不
確
実
性
が
存
在
し
な
い
場
合
、
逆
に
い
う
と
、
保
険
事
故
発
生
時
期
お
よ
び
損
害
の
程
度
が
確
実
の
場
合
、
こ
の
場
合
も
、
契
約
は

(
4
)
 

無
効
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
保
険
事
故
が
発
生
済
み
か
、
不
可
避
の
い
ず
れ
か
だ
か
ら
で
あ
る
。

(

1

)

 

Donati, 
op. 
cit., 
p
a
g
.
 
111. 

(

2

)

 

Donati, 
op. 
cit., 
p
a
g
.
 1
7
8
,
 
S
a
l
a
n
d
r
a
,
 
op. cit•• 

p
a
g
.
 2
5
6
,
 
ecc. 

(

3

)

現
在
も
、
航
行
法
第
五
一
四
条
は
、
推
定
的
危
険
の
保
険

(assicurazione
de! 
rischio 
putativo)

を
認
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
旧
イ
ク

リ
ア
商
法
第
四
一
―

-0条
は
、
陸
上
保
険
に
つ
い
て
も
、
右
の
保
険
を
認
め
て
い
た
。
イ
ク
リ
ア
民
法
の
立
法
者
は
、
陸
上
保
険
に
つ
い
て
は
、
そ

れ
を
廃
止
す
る
意
思
を
明
確
に
す
る
た
め
、
当
然
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
規
定
を
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
航
行
法
第
五
一
四
条
に
つ
い
て
は
、

本
条
の
コ
メ
ン
ト

4
で
若
干
の
言
及
す
る
。

(

4

)

 

S
a
l
a
n
d
r
a
,
 
op. cit•• 

loco 
cit. 
e
 seg. 

イ
ク
リ
ア
保
険
法
の
逐
条
的
研
究
（
二
）

第
一
八
九
五
条
（
危
険
の
不
存
在
）

約
は
無
効
で
あ
る
。
」

一
九
七

（
三
七
七
）



3

効
果

本
条
の
適
用
の
有
無
（
危
険
の
存
在
・
不
存
在
）
の
基
準
時
は
、
契
約
締
結
時
で
あ
る
。
死
亡
保
険
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
承
諾
前

死
亡
の
場
合
を
例
に
と
れ
ば
、
保
険
者
が
保
険
金
受
取
人
の
救
済
を
す
る
か
否
か
を
別
論
に
す
る
と
、
被
保
険
者
（
と
指
定
さ
れ
た
人
）
の
死
亡
し
た
時

(
1
)
 

点
で
危
険
は
存
在
し
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
契
約
は
無
効
で
あ
る
。

契
約
締
結
時
点
と
契
約
の
効
力
発
生
時
期
が
づ
れ
て
い
る
場
合
、
す
な
わ
ち
、
契
約
締
結
時
点
で
は
危
険
が
存
在
し
た
が
、
効
力
発
生
以
前
に
存
在
し

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
、
本
条
の
適
用
は
な
く
、
次
条
の
適
用
が
な
さ
れ
る
。

ト
リ
ノ
地
裁
一
九
五
二
年
五
月
二
八
日
判
決
•Assicurazioni, 1
9
5
3
 
II, 2
,
 
p
a
g
.
 1
8
7
.
 

義
務
を
負
わ
な
い
が
、
保
険
料
支
払
請
求
権
を
有
し
な
い
。
も
し
、
領
収
済
み
の
保
険
料
が
あ
れ
ば
、
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
つ
て
、
旧
イ
ク
リ
ア
商
法
第
四
一
―
―
一
条
は
、
危
険
の
不
存
在
に
よ
る
契
約
の
無
効
の
場
合
、
保
険
者
に
契
約
申
込
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権

（
契
約
申
込
者
の
悪
意
ま
た
は
詐
欺
の
意
思
の
有
無
に
よ
り
損
害
賠
償
額
は
異
な
っ
た
が
）
を
認
め
て
い
た
。
現
行
イ
ク
リ
ア
民
法
か
ら
は
、
保
険
者
の

損
害
賠
償
請
求
権
の
規
定
は
除
外
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
在
も
、
学
説
は
、
保
険
者
の
損
害
賠
償
請
求
権
を
認
め
る
方
向
で
は
、
一
致
し
て
い
る
。

そ
の
根
拠
に
若
干
の
ち
が
い
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
条
は
、
イ
ク
リ
ア
民
第
一
九
一
―
1

1

一
条
に
よ
り
被
保
険
者
の
不
利
益
な
修
正
を
禁
じ
ら
れ
た
規

定
の
な
か
に
は
入
ら
な
い
の
で
、
約
款
に
よ
り
、
保
険
者
の
損
害
賠
償
請
求
権
を
認
め
る
こ
と
は
さ
し
つ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
説
明
を
終
え
る

(
1
)
 

者
と
、
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
約
款
が
存
在
し
な
い
場
合
で
も
、
民
法
の
一
般
原
則
（
第
一
＝
―
-
―
-
八
条
）
に
よ
り
、
保
険
者
の
損
害
賠
償
請
求
権
を
認
め

(
2
)
 

う
る
、
と
す
る
者
に
分
か
れ
る
。

(

1

)

 

Salandra, 
op. cit•• 

pag. 
2
5
8
.
 

こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
は
、
約
款
が
な
け
れ
ば
、
保
険
者
の
損
害
賠
償
請
求
権
を
認
め
な
い
も
の
、
と
思
わ

れ
る
。

(

2

)

 

Donati• 

op. 
cit., 
pag. 1
7
9
.
 
Santi, 
op. 
cit., 
pag. 1
9
7

お
よ
び

D
e
G
r
e
g
o
r
i
o
 e
 Fanelli, 
op. cit•• 

pag. 8
1

は、

D
o
n
a
t
i
と
同

旨
で
あ
ろ
う
。

(

1

)

 

2
 
基
準
時

関
法

第
四
〇
巻
第
二
号

危
険
が
存
在
し
な
い
場
合
、
保
険
契
約
は
無
効
で
あ
る
。
契
約
関
係
は
、
ま
っ
た
く
成
立
し
な
い
。
保
険
者
と
す
れ
ば
、
保
険
金
支
払

一
九
八

（
三
七
八
）



ー
(

1

)

 

(

2

)

 

4
 
特
別
規
定
（
航
行
法
第
五
一
四
条
）

危
険
不
存
在
の
場
合
の
契
約
の
無
効
の
原
則
は
、
海
上
保
険
に
つ
い
て
は
、
航
行
法
第
五
一
四
条
に
よ

り
、
排
除
さ
れ
て
い
る
。
海
商
（
海
上
保
険
）
法
の
世
界
で
は
、
伝
統
的
に
、
「
推
定
的
危
険
の
保
険
」
を
認
め
て
き
た
。
こ
れ
は
、
契
約
締
結
時
に
お

か
つ
て
、
旧
イ
ク

い
て
航
海
中
に
あ
る
船
船
の
安
否
を
知
る
こ
と
の
困
難
性
に
よ
り
、
正
当
化
さ
れ
て
き
た
。
す
で
に
み
た
よ
う
に

(
1
の
注
(

3

)

）、

リ
ア
商
法
第
四
三

0
条
は
、
陸
上
保
険
に
つ
い
て
も
、
右
の
保
険
を
認
め
て
い
た
。
こ
の
規
定
に
対
し
て
は
、
陸
上
保
険
に
お
い
て
は
、
契
約
締
結
時
に

(
1
)
 

保
険
の
目
的
物
の
安
否
が
不
明
と
い
う
こ
と
は
、
ま
ず
あ
り
え
な
い
、
と
し
て
、
多
く
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
イ
ク
リ
ア
民

法
の
立
法
者
は
、
推
定
的
危
険
の
保
険
を
民
法
か
ら
排
除
し
た
。
航
行
法
も
民
法
と
同
じ
時
期
に
立
法
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
航
行
法
の
立
法
者
は
、
通

信
手
段
の
飛
躍
的
発
達
が
航
海
中
に
あ
る
船
舶
の
安
否
を
知
る
こ
と
を
容
易
に
し
た
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
な
お
、
推
定
的
危
険
の
保
険
を
航
行
法
の
な

(
2
)
 

か
に
残
し
た
の
で
あ
る
。

S
a
l
a
n
d
r
a
,
 
op. cit•• 

p
a
g
.
 2

5
7
.
 

航
行
法
立
法
理
由
書
第
三
二
四
番
。

第
l

八
九
六
条
（
保
険
存
続
中
の
危
険
の
終
了
）

は
、
危
険
の
終
了
が
彼
に
通
知
さ
れ
る
ま
で
、
ま
た
は
、
そ
の
他
の
方
法
で
了
知
さ
れ
る
ま
で
、
保
険
料
の
支
払
請
求
権
を
有
す
る
。
通
知
ま
た
は
了
知

の
時
点
で
進
行
中
の
保
険
期
間
に
つ
い
て
の
保
険
料
は
、
全
額
、
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

保
険
の
効
果
が
契
約
の
締
結
後
の
あ
る
時
点
で
開
始
す
べ
き
、
と
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
危
険
が
そ
の
中
間
期
に
終
了
し
た
と
き
は
、
保
険
者
は
、
単

な
る
費
用
の
償
還
請
求
権
を
有
す
る
。
」

契
約
締
結
後
の
危
険
の
終
了

イ
ク
リ
ア
保
険
法
の
逐
条
的
研
究
（
二
）

一
九
九

（
文
責
・
今
井
）

「
契
約
自
体
の
締
結
の
後
に
危
険
が
存
在
し
な
く
な
っ
た
と
き
、
契
約
は
消
減
す
る
が
、
保
険
者

本
条
は
、
契
約
の
締
結
時
点
に
は
現
実
に
危
険
が
存
在
し
た
け
れ
ど
そ
の
後
に
な
っ
て
存
在
し
な
く
な
っ
て
し

（
三
七
九
）



2
 

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

第
四
〇
巻
第
二
号

ま
っ
た
場
合
に
つ
い
て
、
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
契
約
は
、
い
っ
た
ん
、
有
効
に
成
立
し
て
も
、
そ
の
後
、
危
険
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
か
ら
、
契
約
は
存
続
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。

本
条
が
規
定
す
る
ケ
ー
ス
は
、
契
約
締
結
後
の
危
険
の
終
了
で
は
あ
る
が
、

契
約
発
効
前
の
危
険
の
終
了
の
場
合
の
二
つ
に
細
分
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
前
者
は
、
通
常
の
場
合
で
あ
る
。
第
二
の
場
合
は
、
保
険
料
の
支
払
が
ま
だ

(
1
)
 

な
さ
れ
て
い
な
い
た
め
保
険
者
の
責
任
が
開
始
し
て
い
な
い
湯
合
、
あ
る
い
は
、
運
送
保
険
に
お
い
て
ま
だ
運
送
が
開
始
し
て
い
な
い
場
合
な
ど
で
あ
る
。

本
条
の
見
出
し
が
「
保
険
存
続
中
の
危
険
の
終
了

(
c
e
s
s
a
z
i
o
n
e
de! rischio d
u
r
a
n
t
e
 l'assicurazione)
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
第
二
の
場
合
（
お

(
2
)
 

「
保
険
期
間
中
の
危
険
の
終
了
」
の
み
を
想
定
し

そ
ら
く
は
、
と
り
わ
け
、
そ
の
後
者
の
例
）
を
念
頭
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
か
な
ら
ず
し
も
、

(

1

)

わ
が
国
の
実
務
界
に
い
う
責
任
開
始
条
項
が
適
用
さ
れ
る
場
合
の
よ
う
で
あ
る
が
、
イ
ク
リ
ア
民
第
一
九

0
一
条
に
保
険
料
不
払
に
つ
い
て
の

規
定
が
あ
る
。

(

2

)

風
間
・
前
掲
書
・
ニ
八
七
頁
。

契
約
発
効
後
の
危
険
の
終
了

（
契
約
締
結
後
）
契
約
発
効
後
の
危
険
の
終
了
の
場
合
と
（
契
約
締
結
後
）

一
項
は
、
う
え
に
み
た
通
常
の
場
合
、
す
な
わ
ち
、
契
約
締
結
・
契
約
発
効
後
に
危
険
が
存
在
し
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
場
合
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
保
険
者
に
よ
る
危
険
の
引
受
は
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
危
険
が
存
在
し
な
く
な
る
以

前
に
つ
い
て
は
、
契
約
は
有
効
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
、
危
険
が
存
在
し
な
く
な
る
以
前
の
保
険
料
に
つ
い
て
、
保
険
者
が
全
額
の
支
払

請
求
権
を
有
す
る
こ
と
は
疑
問
の
余
地
は
な
い
。

(
1
)
 

し
か
し
、
一
項
の
解
釈
に
、
学
説
上
、
対
立
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
ま
ず
、

S
a
l
a
n
d
r
a
は
、
危
険
の
終
了
は
当
然
に
効
果
（
契
約
の
消
減
）
を
生

じ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
通
知
ま
た
は
了
知
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
契
約
の
消
減
を
生
じ
る
、
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
危
険
の
終
了
の
通
知
ま
た
は
了

(
2
)
 

知
が
あ
る
ま
で
、
保
険
者
お
よ
び
保
険
契
約
者
は
、
と
も
に
、
契
約
上
の
権
利
を
有
し
、
義
務
を
負
う
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

D
o
n
a
t
i

関
法

二
0
0
（
三
八

0
)



は
、
危
険
の
終
了
の
時
点
で
保
険
関
係
は
（
当
然
に
）
消
減
す
る
、
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
保
険
者
は
、
危
険
の
終
了
の
時
点
で
ま
っ
た
く
義
務
を
負
わ

な
く
な
る
が
、
保
険
者
は
、
危
険
の
終
了
の
通
知
を
う
け
る
ま
で
、
通
知
遅
滞
に
よ
る
損
害
賠
償
と
し
て
、
保
険
料
支
払
請
求
権
を
有
す
る
（
も
ち
ろ
ん
、

(
3
)
 

保
険
者
が
別
の
方
法
で
危
険
の
終
了
を
了
知
し
た
場
合
に
は
、
保
険
契
約
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
は
正
当
化
さ
れ
な
い
）
、
と
す
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
第
二
文
に
、
通
知
ま
た
は
了
知
の
時
点
で
進
行
中
の
「
保
険
期
間

(
p
e
r
i
o
d
o
di 
assicurazione)
」
と
い
う
文
言
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
い

(
4
)

（

5
)
 

わ
ゆ
る
「
保
険
料
期
間
」
を
意
味
す
る
、
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
保
険
料
期
間
に
つ
い
て
の
保
険
料
の
全
額
が
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

(
6
)
 

る
。
い
わ
ゆ
る
保
険
料
不
可
分
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
一
場
合
で
あ
る
。

(

1

)

も
っ
と
も
、

Santi,
op. 
cit., 
pag. 1
9
7

に
よ
る
と
、
こ
こ
で
み
る
学
説
上
の
対
立
は
、
実
益
を
伴
わ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

(

2

)

 

Salandra, 
op. 
cit., 
pag. 2
5
9
.
 

な
お
、

S
a
l
a
n
d
r
a
は
、
危
険
の
終
了
の
通
知
・
了
知
が
あ
る
ま
で
、
契
約
が
有
効
で
あ
る
、
と
の
立
場
か

ら
、
こ
の
立
場
を
「
推
定
的
危
険
の
保
険
」
と
認
定
す
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
す
る
反
論
は
、

Donati,
op. 
cit., 
pag. 
1
8
0
 
nota 
211 

に
あ
る
。

(

3

)

 

Donati, 
op. 
cit., 
pag. 1
8
0
 e
 seg. 
な
お
、

D
e
G
r
e
g
o
r
i
o
 e
 Fanell, 
op. 
cit., 
pag. 8
0
 e
 seg. 
は
、
但
か
除
均
行
の
古
右
g
に
血
や
し
て
は
、

危
険
の
終
了
の
時
点
で
は
な
く
、
そ
の
通
知
の
時
点
か
ら
、
契
約
消
減
の
効
果
が
生
じ
る
、
と
す
る
一
項
の
規
定
は
厳
密
に
論
理
的
に
い
え
ば
説

得
的
で
は
な
い
、
と
し
て
い
る
。

D
o
n
a
t
i
を
支
持
す
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

(

4

)

 

D
e
 G
r
e
g
o
r
i
o
 e
 Fanelli, 
op. 
cit., 
p
a
g
.
 8
2
 nota 5
.
 

(

5

)

保
険
料
の
全
額
分
は
、

S
a
l
a
n
d
r
a
に
よ
れ
ば
、
保
険
料
そ
の
も
の
と
し
て
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

D
o
n
a
t
i
(
お
よ
び

D
e
G
r
e
g
o
r
i
o
 
e
 

Fanelli)
に
よ
れ
ば
、
損
害
賠
償
金
と
し
て
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
損
害
賠
償
金
の
性
質
を
も
つ
、
と
す
れ
ば
、
危
険
の
終
了
の
通
知
の
遅

滞
に
つ
き
、
保
険
契
約
者
に
故
意
・
過
失
が
な
い
場
合
、
な
ぜ
、
保
険
契
約
者
が
損
害
賠
償
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
に
つ
い
て
、

疑
問
が
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
法
定
の
損
害
賠
償
責
任
、
と
い
う
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
深
入
り
し
な
い
で
お
く
こ
と

に
す
る
。

(

6

)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
異
論
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

イ
ク
リ
ア
保
険
法
の
逐
条
的
研
究
(

1

一）

二

0

（
三
八
一
）



ー

保
険
契
約
は
、
通
常
、

契
約
の
解
約
の
告
知
は
、

第
一
八
九
七
条
（
危
険
の
減
少
）

3
 

第
四

0
巻
第
二
号

契
約
締
結
後
•
発
効
前
の
危
険
の
終
了

二
0
ニ

二
項
は
、
契
約
締
結
時
点
と
契
約
発
効
時
点
の
中
間
期
に
危
険
の
終
了
が
生
じ
た
場
合
に
つ
い
て
、

(
1
)
 

規
定
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
も
、
保
険
関
係
は
生
じ
な
い
の
で
、
保
険
者
は
、
保
険
料
支
払
請
求
権
を
有
す
る
い
わ
れ
は
な
い
。
し
か
し
、
保
険
者
の
責

に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
、
危
険
の
終
了
が
生
じ
た
の
で
な
け
れ
ば
、
保
険
者
の
こ
う
む
っ
た
損
失
を
彼
に
全
面
的
に
負
担
さ
せ
て
お
く
こ
と
も
、
正
当
、

と
は
い
い
難
い
。
そ
こ
で
、
二
項
は
、
保
険
者
に
費
用
の
償
還
請
求
権
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
償
還
請
求
の
な
さ
れ
る
費
用
の
額
に
つ
い
て
は
、
保
険
者

(
2
)
 

が
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
額
を
あ
ら
か
じ
め
契
約
に
よ
り
定
め
て
お
く
こ
と
は
、
原
則
的
に
可
能
で
あ
ろ
う
。

(
1
)
 
D
o
n
a
t
i
,
 
op. 
cit., 
p
a
g
.
 

1
8
0
.
 

こ
の
場
合
、
保
険
契
約
が
停
止
条
件
（
危
険
の
存
在
）
に
か
か
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
契
約
が
効
力
を

生
じ
る
た
め
の
法
定
要
件
を
欠
い
て
い
た
に
す
ぎ
な
い

(
S
a
l
a
n
d
r
a
,
0
 p. 
cit., 
p
a
g
.
 2
6
0
)
。

(

2

)

 

S
a
l
a
n
d
r
a
,
 0
 p. 
cit., 
l
o
c
o
 
cit. 

生
じ
る
変
更
を
、
保
険
契
約
者
が
保
険
者
に
通
知
し
た
と
き
は
、
保
険
者
は
、
そ
の
通
知
の
後
に
来
る
保
険
料
ま
た
は
分
割
保
険
料
の
弁
済
期
か
ら
、
低

額
の
保
険
料
の
み
を
請
求
し
う
る
が
、
そ
の
通
知
が
な
さ
れ
た
日
か
ら
ニ
ヶ
月
以
内
に
、
契
約
か
ら
退
く
権
限
を
有
す
る
。

危
険
の
減
少

関
法

「
契
約
の
締
結
時
に
知
ら
れ
て
い
れ
ば
低
額
の
保
険
料
の
約
定
を
も
た
ら
し
た
で
あ
ろ
う
程
度
の
危
険
の
減
少
を

一
ヶ
月
後
に
効
力
を
生
じ
る
。
」

（
文
責
•
岡
田
）

一
定
期
間
の
継
続
期
間
を
有
す
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
相
当
、
長
期
間
に
及
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
場
合
に
お
い
て
も
、
保
険
料
の
算
定
は
、
契
約
締
結
時
に
、
保
険
事
故
発
生
の
可
能
性
や
損
害
の
程
度
を
考
慮
し
て
、
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
保
険
料
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
要
素
が
、
長
期
間
の
あ
い
だ
に
は
、
変
化
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
生
命
保
険
に
お
い
て
は
、
被

保
険
者
の
職
業
の
変
更
、
ま
た
、
損
害
保
険
に
お
い
て
は
、
保
険
の
目
的
物
の
用
途
の
変
更
（
可
燃
物
の
倉
庫
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
建
物
が
居
住
の

用
に
供
せ
ら
れ
る
）
が
な
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
契
約
上
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
危
険
の
増
減

（
三
八
二
）



「
も
し
契
約
の
締
結
時
に
知
ら
れ
て
い
れ
ば

低
額
の
保
険
料
の
約
定
を
も
た
ら
し
た
で
あ
ろ
う
程
度
の
危
険
の
減
少
」
（
一
項
前
段
）
が
要
求
さ
れ
る
。
保
険
期
間
中
に
は
、
大
な
り
小
な
り
、
危
険

は
変
動
す
る
が
、
通
常
、
予
想
さ
れ
る
程
度
の
危
険
の
増
減
は
、
保
険
料
の
算
定
の
際
に
、
考
慮
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
、
危
険
の
減
少
は
、
契
約

締
結
時
に
、
通
常
、
予
想
さ
れ
な
い
い
ち
じ
る
し
い
減
少
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
危
険
の
減
少
は
、

的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
危
険
の
減
少
の
立
証
は
、
本
条
の
適
用
を
欲
す
る
者
、
す
な
わ
ち
、
保
険
契
約
者
に
お
い
て
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
保
険
契
約

(
1
)
 

者
は
、
保
険
者
の
使
用
し
て
い
る
保
険
料
率
表
な
ど
に
た
よ
り
な
が
ら
、
保
険
料
の
減
額
を
求
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

⑯
保
険
者
に
対
す
る
通
知

2
 

本
条
適
用
の
第
二
の
要
件
は
、
う
え
に
み
た
意
味
で
の
危
険
の
減
少
が
発
生
し
た
旨
の
保
険
者
に
対
す
る
通
知
で
あ
る

イ
ク
リ
ア
保
険
法
の
逐
条
的
研
究
（
二
）

要
件

⑭
危
険
の
い
ち
じ
る
し
い
減
少

本
条
が
適
用
さ
れ
る
た
め
の
要
件
と
し
て
は
、
ま
ず
、

に
伴
い
、
約
定
の
保
険
料
に
不
足
・
過
分
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

二
01
――
(-＝八一―-)

(
1
)
 

こ
の
不
均
衡
は
放
置
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
、
立
法
者
は
、
何
か
の
手
当
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
旧
イ
ク
リ
ア
商
法
は
、

危
険
の
増
大
に
つ
い
て
は
、
規
定
を
し
て
い
た
（
第
四
三
二
条
）
が
、
危
険
の
減
少
に
つ
い
て
は
、
規
定
を
し
て
い
な
か
っ
た
。
危
険
の
減
少
に
つ
い
て

規
定
を
し
な
か
っ
た
の
は
、
い
か
に
も
、
保
険
契
約
者
の
立
場
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
い
た
、
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

本
来
で
あ
れ
ば
、
こ
の
立
法
の
空
白
に
つ
い
て
、
大
き
な
議
論
が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
学
説
上
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、

(
2
)
 

あ
ま
り
、
議
論
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
、
約
款
が
立
法
の
空
白
を
埋
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
本
条
は
、
実
務
界
が
採
用
し
て

い
た
シ
ス
テ
ム
を
取
り
入
れ
、
保
険
契
約
者
の
保
険
料
減
額
請
求
権
お
よ
び
保
険
者
の
解
約
権
に
つ
い
て
、
規
定
し
て
い
る
。

(

1

)

 

Salandra, 
op. 
cit., 
p
a
g
.
 2
6
1
.
 

(

2

)

 

Salandra, 0
 p. 
cit., 
loco 
cit・

但
か
吟
生
哭
約
H
有
に
初
k

約
安
り
細
江
約
権
を
認
め
る
べ
き
か
、
保
険
契
約
者
に
保
険
料
の
減
額
請
求
権
の
み
を
認
め
る

べ
き
か
、
あ
る
い
は
、
元
の
条
件
で
の
契
約
の
存
続
を
認
め
る
ぺ
き
か
、
種
々
の
議
論
が
あ
り
え
た
は
ず
で
あ
る
。一

過
性
の
も
の
で
は
な
く
、
継
続



つ
で
あ
る
。
こ
の
ふ
た
つ
の
効
果
の
い
ず
れ
を
欲
す
る
か
は
、
保
険
者
の
選
択
に
委
ね
ら
れ
る
。

伺
保
険
料
減
額
請
求
権
危
険
の
減
少
の
通
知
の
後
に
来
る
保
険
料
ま
た
は
分
割
保
険
料
の
弁
済
期
か
ら
、
保
険
料
は
、
減
額
さ
れ
る
（
一
項
前
段
）
。

し
か
し
、
あ
く
ま
で
も
、
保
険
者
が
低
額
の
保
険
料
で
の
保
険
契
約
の
存
続
を
望
ん
だ
と
き
に
、
保
険
料
の
減
額
が
な
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、

保
険
料
の
減
額
は
、
危
険
の
減
少
の
通
知
の
後
に
来
る
保
険
料
ま
た
は
分
割
保
険
料
の
弁
済
期
か
ら
、
な
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
通
知
の

な
さ
れ
た
と
き
に
進
行
中
の
保
険
料
期
間
ま
た
は
分
割
保
険
料
期
間
に
つ
い
て
は
、
保
険
料
ま
た
は
分
割
保
険
料
は
、
全
額
、
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

3

効
果

（
一
項
前
段
）
。
通
知
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
、

契
約
締
結
時
の
ま
ま
で
、
危
険
が
存
続
し
て
い
る
、
と
考
え
る
。
危
険
の
減
少
は
、
そ
れ
自

(
2
)
 

体
で
効
果
を
生
じ
る
も
の
で
は
な
く
、
通
知
の
結
果
、
効
果
を
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。

保
険
者
に
対
す
る
通
知
は
、
何
ら
、
方
式
を
要
し
な
い
。
口
頭
で
も
さ
し
つ
か
え
な
い
。
そ
し
て
、
保
険
契
約
者
は
、
保
険
者
に
対
し
、
危
険
の
減
少

の
通
知
義
務
を
負
う
も
の
で
は
な
い
。

3
で
み
る
こ
と
に
な
る
が
、
保
険
契
約
者
は
、
保
険
者
に
対
し
、
危
険
の
減
少
の
通
知
を
な
し
、
保
険
料
の
減
額

(
3
)
 

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
点
に
メ
リ
ッ
ト
を
求
め
う
る
だ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
、
保
険
者
が
保
険
料
の
減
額
を
し
て
ま
で
保
険
契
約
の
存
続
を

望
ま
な
け
れ
ば
、
解
約
さ
れ
て
し
ま
う
、
デ
ィ
メ
リ
ッ
ト
も
考
慮
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
危
険
の
減
少
の
通
知
を
な
す
べ
き
か
否
か
は
、
ひ
と

(

1

)

 

Salandra, 
op. 
cit., 
pag. 2
6
2
,
 
Santi, 
op. 
cit., 
pag. 2
0
1
.
 

(

2

)

 

Santi, 
op. 
cit., 
loco cit. 

(

3

)

 

D
e
 G
r
e
g
o
r
i
o
 e
 Fanelli, 
op. 
cit., 
pag. 
100 nota 2
4
.
 ~: 

険
契
約
茎
合
と
す
れ
ば
、
保
険
者
に
解
約
さ
れ
た
く
な
け
れ
ば
、
危
険
の
減
少

が
生
じ
て
も
、
通
知
せ
ず
に
お
く
し
か
な
い
。
一
方
。
保
険
者
は
、
危
険
の
減
少
の
通
知
を
う
け
る
に
つ
き
、
何
も
メ
リ
ッ
ト
を
有
し
て
い
な
い
。

通
知
を
う
け
れ
ば
、
約
定
の
保
険
料
を
徴
収
し
つ
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
危
険
は
減
少
し
て
い
る
。
保
険
者
と
し
て
の

保
険
契
約
上
の
地
位
は
、
以
前
よ
り
、
有
利
に
な
っ
て
い
る
。

危
険
の
減
少
の
通
知
が
な
さ
れ
た
場
合
に
生
じ
る
効
果
は
、
保
険
契
約
者
の
保
険
料
減
額
請
求
権
と
保
険
者
の
契
約
の
解
約
権
の
ふ
た

え
に
、
保
険
契
約
者
の
判
断
に
か
か
わ
る
こ
と
に
な
る
。

関
法

第
四
〇
巻
第
二
号

保
険
者
は
、

二
0
四

（
三
八
四
）



⑯
解
約
権
危
険
の
減
少
の
通
知
を
う
け
た
保
険
者
が
低
額
の
保
険
料
で
の
保
険
契
約
の
存
続
を
望
ま
な
い
と
き
、
そ
の
保
険
契
約
を
解
約
す
る
こ
と

が
で
き
る
（
一
項
後
段
）
。
保
険
者
は
、
低
額
の
保
険
料
で
の
保
険
契
約
の
存
続
を
強
制
さ
れ
な
い
。
危
険
の
減
少
の
通
知
を
う
け
た
と
き
か
ら
、
ニ
ケ

(
1
)
 

月
以
内
に
、
解
約
権
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
ニ
ヶ
月
以
内
は
、
低
額
の
保
険
料
で
の
保
険
契
約
の
存
続
を
選
ぶ
か
解

(
2
)
 

約
す
る
か
、
保
険
者
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
考
慮
期
間
で
あ
る
。

(
3
)
 

保
険
者
の
保
険
契
約
者
に
対
す
る
解
約
の
通
知
も
、
何
ら
、
方
式
を
要
し
な
い
。
口
頭
で
も
よ
い
が
、
通
常
は
、
書
面
で
な
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
、
解
約
（
解
約
の
通
知
の
保
険
契
約
者
へ
の
到
達
）
が
な
さ
れ
て
か
ら
、
一
ヶ
月
後
に
、
解
約
は
、
効
果
を
生
じ
る
（
二
項
）
。
解
約
の
効
果
発
生

に
関
す
る
一
般
原
則
を
排
し
て
、
一
ヶ
月
後
に
効
果
を
生
じ
る
、
と
し
た
の
は
、
保
険
契
約
者
の
保
護
の
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
一
ヶ
月
以
内

(
4
)
 

に
、
保
険
契
約
者
は
、
別
の
保
険
者
を
探
し
て
、
保
険
契
約
を
締
結
す
れ
ば
よ
い
。
保
険
契
約
者
が
無
保
険
状
態
に
さ
ら
さ
れ
な
い
た
め
の
配
慮
で
あ
る
。

解
約
の
通
知
が
な
さ
れ
て
一
ヶ
月
後
に
効
果
を
生
じ
る
ま
で
は
、
た
と
え
、
保
険
者
が
解
約
の
意
思
表
示
を
し
た
に
し
て
も
、
保
険
契
約
は
有
効
で
あ

(
5
)
(
6
)
 

る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
一
ヶ
月
以
内
に
、
保
険
事
故
が
発
生
す
れ
ば
、
保
険
者
は
、
当
然
、
保
険
金
支
払
義
務
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

1

)

保
険
料
不
可
分
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
場
合
の
ひ
と
つ
、
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る

(Salandra,
op. 
cit., 
loco 
cit.)

が
、
厳
密
に
い

え
ば
、
分
割
保
険
料
の
合
意
が
あ
る
場
合
、
同
原
則
は
、
排
除
さ
れ
て
い
る

(
D
e
G
r
e
g
o
r
i
o
 e
 Fanelli, 
op. 
cit., 
pag. 9
9
 nota 2
2
)
。

(

2

)

そ
の
間
に
次
期
の
保
険
料
の
支
払
期
が
到
来
す
れ
ば
、
減
額
さ
れ
た
保
険
料
の
支
払
が
な
さ
れ
る

(Salandra,
0
 p. 
cit., 
pag. 2
6
3
)
。

(

3

)

 

Santi, 
op. 
cit., 
pag. 2
0
2
.
 

(

4

)

 

Salandra, 
op. 
cit., 
loco 
cit. 

(

5

)

 

D
e
 G
r
e
g
o
r
i
o
 e
 Fanelli, 
op. 
cit., 
p
a
g
.
 9
9
.
 

(

6

)

本
条
も
、
被
保
険
者
の
不
利
益
な
修
正
が
認
め
ら
れ
な
い
規
定
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
保
険
契
約
者
の
保
険
料
減
額
請
求
権
を
認
め
な
い
約
款

や
危
険
の
通
知
に
厳
格
な
方
式
・
要
件
を
要
求
す
る
約
款
な
ど
は
、
無
効
で
あ
る

(Santi,
op. 
cit., 
loco 
cit.)
。

な
い
。

イ
ク
リ
ア
保
険
法
の
逐
条
的
研
究
(

1

一）

二
0
五

（
三
八
五
）

（
文
責
・
小
櫻
）



ー

危
険
の
増
加
の
規
定
の
理
論
的
根
拠

第
四

0
巻
第
二
号

第
一
八
九
八
条
（
危
険
の
増
加
）
「
保
険
契
約
者
は
、
保
険
者
に
対
し
て
、
契
約
締
結
時
に
新
し
い
事
実
状
態
が
存
在
し
か
つ
保
険
者
が
知
っ
て
い

れ
ば
、
保
険
者
が
保
険
を
合
意
し
な
か
っ
た
か
、
ま
た
は
、
高
額
の
保
険
料
を
え
て
合
意
し
た
で
あ
ろ
う
程
度
に
危
険
を
増
加
す
る
変
更
の
即
時
の
通
知

を
な
す
義
務
を
負
う
。

保
険
者
は
、
通
知
を
受
け
取
っ
た
日
か
ら
、
ま
た
は
、
そ
の
他
の
方
法
で
危
険
の
増
加
を
知
っ
た
日
か
ら
、

書
面
で
通
知
を
し
て
、
契
約
か
ら
退
く
こ
と
が
で
き
る
。

保
険
者
の
解
約
は
、
増
加
が
保
険
者
が
保
険
を
合
意
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
ほ
ど
の
と
き
に
は
、
即
時
の
効
果
を
生
じ
る
＂
危
険
の
増
加
が
保
険
を
な

す
に
つ
き
よ
り
高
額
の
保
険
料
が
要
求
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
ほ
ど
の
と
き
に
は
、

一
五
日
後
に
、
効
果
を
生
じ
る
。

解
約
の
通
知
が
な
さ
れ
た
時
に
進
行
中
の
保
険
期
間
に
関
す
る
保
険
料
は
、
保
険
者
に
属
す
る
。

一
ヶ
月
以
内
に
、
被
保
険
者
に
対
し
て
、

解
約
の
通
知
お
よ
び
解
約
の
効
果
に
つ
い
て
の
期
間
が
経
過
す
る
ま
え
に
保
険
事
故
が
発
生
し
た
場
合
、
危
険
の
増
加
が
、
契
約
締
結
時
に
新
し
い
事

実
状
態
が
存
在
し
た
な
ら
保
険
者
が
保
険
を
合
意
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
ほ
ど
の
と
き
、
保
険
者
は
責
を
負
わ
な
い
こ
さ
も
な
け
れ
ば
、
契
約
に
定
め
ら

れ
た
保
険
料
と
、
よ
り
大
き
な
危
険
が
契
約
自
体
の
と
き
に
存
在
し
た
な
ら
定
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
保
険
料
と
の
関
係
を
考
慮
し
て
、
保
険
金
は
減
額
さ

れ
る
。
」

前
条
は
、
危
険
の
減
少
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
が
、
本
条
は
、
危
険
の
増
加
に
つ
い
て
規
定
す
る
。

(
1
)
 

危
険
の
増
加
に
つ
い
て
の
規
定
の
理
論
的
根
拠
は
、
危
険
の
減
少
の
規
定
の
そ
れ
と
同
一
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
保
険
契
約
は
、
保
険
加
入
者
の
な
す
危

険
の
告
知
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
あ
る
特
定
の
状
況
を
考
慮
し
た
う
え
で
締
結
さ
れ
る
が
、
そ
の
特
定
の
状
況
を
考
慮
し
た
う
え
で
の
契
約
に
よ
り

予
見
さ
れ
た
当
事
者
双
方
の
義
務
を
、
事
実
状
況
の
後
発
的
な
変
更
に
適
合
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
要
請
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
当
事

(
2
)
 

者
双
方
の
契
約
締
結
時
に
お
け
る
意
思
に
合
致
し
な
い
義
務
を
消
減
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

危
険
の
増
加
（
減
少
）
は
、
と
り
わ
け
、
被
保
険
者
の
意
思
に
か
か
わ
り
の
な
い
場
合
、
事
情
変
更
の
原
則
の
適
用
を
う
け
る
例
で
あ
る
、
と
考
え
る

関
法

二

0
六

（
三
八
六
）



2
 

(

3

)

 

こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
現
在
の
イ
ク
リ
ア
の
通
説
的
見
解
は
、
契
約
の
目
的
に
お
け
る
後
発
的
変
更
、
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
保
険
契
約
の
目
的
は
、
事
実
上
、
保
険
者
に
よ
る
特
定
の
危
険
の
負
担
で
あ
り
、
そ
の
危
険
負
担
は
、
保
険
期
間
中
、
続
い
て
い
る
。
そ
し

て
、
危
険
負
担
の
前
提
は
、
保
険
加
入
者
か
ら
告
知
さ
れ
た
危
険
、
す
な
わ
ち
、
保
険
者
が
あ
る
特
定
の
対
価
を
得
て
負
担
す
る
こ
と
を
決
心
し
た
危
険

が
、
保
険
期
間
中
、
同
一
性
を
保
つ
こ
と
で
あ
る
。
も
し
、
危
険
が
増
加
し
、
保
険
事
故
の
発
生
可
能
性
・
程
度
が
増
大
す
れ
ば
、
保
険
者
の
義
務
は
、

保
険
料
計
算
の
基
準
を
失
っ
て
お
り
、
引
き
受
け
た
義
務
そ
の
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
、
危
険
の
増
加
の
原
因
が
被
保
険
者
の
意
思
に

よ
る
か
否
か
に
か
か
わ
り
が
な
い
。
危
険
の
増
加
が
生
じ
た
湯
合
、
当
事
者
に
残
さ
れ
る
べ
き
可
能
性
は
、
ふ
た
つ
で
あ
る
。
保
険
料
を
増
加
し
た
危
険

に
み
あ
っ
た
額
に
増
額
す
る
こ
と
に
よ
り
契
約
を
存
続
さ
せ
る
か
、
も
は
や
同
一
性
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
危
険
に
つ
い
て
の
契
約
を
解
約
す
る
権
利
を
保

(
4
)
（

5
)
 

険
者
に
認
め
る
か
で
あ
る
。

(

1

)

本
条
の
理
論
的
根
拠
が
前
条
の
そ
れ
と
同
一
で
あ
る
か
ら
、
当
然
、
本
条
の
適
用
要
件
も
前
条
の
そ
れ
と
似
て
く
る

(Santi,
op. cit•• 

pag. 

2
0
2
)

。

(

2

)

 

Salandra, 0
 p. cit•• 

pag. 2
6
4
.
 

(

3

)

 

A
n
g
e
l
o
 Sraffa, 
L
e
 assicurazioni 
contro gli 
i
n
c
e
n
d
i
 
e
 i
 da
n
n
i
 provenienti 
d
a
 terremoto, 
Rivista 
del diritto 
c
o
m
m
e
r
-

ciale, 
1
9
1
0
 I
 

`
 
pag. 2
0
3
.
 

(

4

)

 

Salandra, 
op. 
cit. 
｀
 
loco cit. 

(

5

)

こ
れ
に
対
し
て
、

Donati,
op. 
cit., 
pag. 4
0
0
 
e
 seg. 
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
反
論
を
し
て
い
る
。
ま
ず
、
危
険
は
、
保
険
の
目
的
で
は
な

く
、
そ
れ
故
、
そ
の
変
更
は
、
目
的
の
変
更
に
な
ら
な
い
。
つ
ぎ
に
、
危
険
の
増
加
を
、
危
険
の
変
更
、
す
な
わ
ち
、
あ
る
危
険
と
ほ
か
の
危
険

と
の
交
替
と
考
え
る
こ
と
は
、
危
険
の
種
類
と
危
険
の
重
大
さ
を
混
同
す
る
も
の
で
あ
る
。
増
加
の
場
合
、
ほ
か
の
危
険
、
す
な
わ
ち
、
ほ
か
の

性
質
の
危
険
と
な
る
の
で
は
な
く
、
つ
ね
に
、
同
一
の
目
的
物
に
関
す
る
同
一
の
危
険
で
は
あ
る
が
、
危
険
の
重
大
さ
が
異
な
る
こ
と
に
な
る
。

い
わ
ば
、
質
的
変
更
で
は
な
く
、
量
的
変
更
な
の
で
あ
る
。

一
八
八
二
年
商
法
の
危
険
の
増
加
の
規
定

イ
ク
リ
ア
保
険
法
の
逐
条
的
研
究
（
二
）

二
0
七

（
三
八
七
）

一
八
八
二
年
商
法
は
、
第
四
三
二
条
に
お
い
て
、
危
険
の
増
加
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
た
。
つ
ぎ



第
四

0
巻
第
二
号

の
よ
う
な
規
定
で
あ
る
。

「
保
険
者
は
、
被
保
険
者
の
行
為
に
よ
り
、
危
険
が
変
貌
ま
た
は
増
加
し
、
契
約
締
結
時
に
こ
の
新
し
い
事
実
状
態
が
存
在
す
れ
ば
、
保
険
者
が
同
意

を
し
な
か
っ
た
か
ま
た
は
同
一
条
件
で
は
同
意
を
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
ほ
ど
の
本
質
的
状
況
の
変
化
を
伴
う
場
合
、
免
責
さ
れ
る
。

本
条
の
規
定
は
、
保
険
者
が
、
こ
の
変
化
を
知
っ
て
の
ち
、
契
約
実
行
を
継
続
す
れ
ば
、
適
用
さ
れ
な
い
。
」

一
見
し
て
明
白
な
よ
う
に
、
同
条
は
、
被
保
険
者
の
行
為
に
よ
る
場
合
の
み
を
規
定
す
る
に
留
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
通
説
・
判
例
は
、
被
保
険

者
が
そ
の
行
為
に
つ
い
て
法
的
に
責
任
を
負
う
べ
き
人
の
行
為
を
、
被
保
険
者
の
行
為
と
同
一
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
規
定
の
不
備
を
つ
ぐ
な
っ
て
い

(
1
)
 被

保
険
者
の
行
為
に
よ
る
危
険
の
増
加
は
、
保
険
者
の
危
険
評
価
を
決
定
づ
け
た
事
実
状
態
を
変
更
し
な
い
、
と
い
う
契
約
上
の
義
務
な
い
し
は
責
務

(
2
)
 

(
o
n
e
r
e
)

の
不
履
行
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
被
保
険
者
の
行
為
に
よ
る
危
険
の
増
加
は
、
保
険
者
を
免
責
し
た
。
す
な

わ
ち
、
新
た
な
事
実
状
態
が
契
約
締
結
時
に
存
在
し
て
い
れ
ば
、
保
険
者
が
契
約
を
引
き
受
け
な
か
っ
た
か
、
ま
た
は
、
よ
り
高
額
の
保
険
料
を
要
求
し

た
で
あ
ろ
う
程
度
の
危
険
の
増
加
が
生
じ
た
場
合
、
保
険
者
は
、
保
険
金
支
払
を
拒
否
し
え
た
。

一
八
八
二
年
商
法
第
四
一
三
一
条
の
不
備
は
、
被
保
険
者
の
行
為
に
よ
る
場
合
の
み
を
規
定
す
る
に
留
ま
っ
て
い
た
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
契
約
当
事
者

の
双
方
に
と
っ
て
、
厳
格
に
す
ぎ
る
規
定
で
あ
っ
た
、
と
い
え
よ
う
。
ま
ず
、
保
険
者
に
と
っ
て
は
、
危
険
の
増
加
が
被
保
険
者
の
行
為
に
よ
ら
な
い
場

合
、
ま
た
は
、
被
保
険
者
の
行
為
と
同
一
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
、
契
約
を
解
約
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
被
保
険
者
と
は

(
3
)
 

無
縁
の
第
三
者
の
行
為
に
よ
り
危
険
が
増
加
し
た
場
合
、
第
四
一
三
一
条
の
適
用
は
認
め
ら
れ
ず
、
保
険
者
は
、
保
険
金
の
支
払
を
拒
否
し
え
な
か
っ
た
。

他
方
、
被
保
険
者
に
と
っ
て
は
、
同
条
は
、
保
険
料
の
増
額
に
よ
り
契
約
を
継
続
す
べ
き
程
度
の
危
険
の
増
加
が
生
じ
た
場
合
、
そ
の
不
備
を
あ
ら
わ
に

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
保
険
者
が
契
約
を
引
き
受
け
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
ほ
ど
に
は
危
険
が
増
加
し
な
か
っ
た
場
合
（
割
り
増
し
保
険
料
の

支
払
さ
え
あ
れ
ば
、

保
険
者
が
契
約
を
引
き
受
け
た
で
あ
ろ
う
程
度
の
危
険
の
増
加
が
生
じ
た
に
す
ぎ
な
い
場
合
）
、

保
険
金
を
受
け
取
れ
な
か
っ
た
被

保
険
者
は
、
重
大
で
は
な
い
あ
る
い
は
保
険
事
故
発
生
に
影
響
が
な
か
っ
た
は
ず
の
後
発
的
危
険
増
加
を
口
実
に
、
保
険
者
が
保
険
金
支
払
を
拒
否
し
た
、

関
法

二

0
八

（
三
八
八
）



3
 

二
0
九

（
三
八
九
）

し、

(
1
)
ト
リ
ノ
控
訴
院
一
九
二
四
年
一
月
一
五
日
判
決
•
F
o
r
a
 
italiano, 
R
e
p
e
r
t
o
r
i
o
 1
9
2
4
,
 
v
o
c
e
 Assicurazione, 
n. 
9
7
.
 

し
か
し
、
当
然
、

ど
の
範
囲
の
人
の
行
為
ま
で
被
保
険
者
の
行
為
と
同
一
視
す
る
か
、
と
い
う
議
論
は
生
じ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

(

2

)

 

Salandra, 0
 p. 
cit., 
pag. 2
6
5
.
 

(
3
)
ト
リ
ノ
地
裁
一
九
四
0
年
六
月
一
八
日
判
決
•
Assicurazione, 
1
9
4
1
,
 

II, 
2
,
 

M
a
s
s
i
m
a
r
i
o
,
 
n. 
1
9
.
 

使
用
し
て
い
な
い
暖
炉
を
た
ん
す
に

改
造
し
そ
こ
に
保
険
の
目
的
物
（
衣
類
）
を
保
存
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
被
保
険
者
の
知
ら
な
い
う
ち
に
、
隣
人
が
ス
ト
ー
プ
の
排
気
管
を
暖
炉

（
た
ん
す
）
の
パ
イ
プ
に
つ
な
ぎ
着
火
し
た
た
め
衣
類
が
消
失
し
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

(

4

)

実
務
界
は
、
第
四
三
二
条
の
不
備
に
対
抗
す
る
た
め
、
通
常
、
理
由
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
危
険
の
増
加
が
あ
れ
ば
通
知
す
る
義
務
を
被
保
険

者
に
負
わ
せ
、
他
方
、
保
険
者
に
は
、
通
知
を
受
け
た
場
合
、
契
約
を
解
除
す
る
か
ま
た
は
保
険
料
の
増
額
を
要
求
す
る
権
限
を
与
え
る
、
と
い

う
方
法
を
と
っ
た
。

現
行
法
の
シ
ス
テ
ム

第
一
八
九
八
条
は
、
危
険
の
増
加
に
関
す
る
規
定
と
し
て
は
不
十
分
で
単
純
で
あ
っ
た
一
八
八
二
年
商
法
第
四
三
二
条

(
1
)
 

を
す
て
、
基
本
的
に
は
（
あ
く
ま
で
も
、
基
本
的
に
は
）
、
他
国
の
近
年
の
立
法
と
同
じ
く
、
保
険
実
務
に
そ
っ
た
規
定
を
設
け
て
い
る
（
た
だ
し
、

く
つ
か
の
細
や
か
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
）
。

ま
ず
、
保
険
契
約
者
は
、
た
と
え
被
保
険
者
で
な
く
て
も
、
原
因
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
危
険
の
増
加
を
も
た
ら
す
後
発
的
変
更
に
つ
い
て
の
即
時
の

通
知
義
務
を
負
う
。
通
知
義
務
が
発
生
す
る
場
合
は
、
後
発
的
変
更
に
よ
り
生
じ
た
新
た
な
事
実
状
態
が
契
約
締
結
時
に
存
在
す
れ
ば
保
険
者
が
保
険
を

引
き
受
け
な
か
っ
た
か
、
ま
た
は
、
よ
り
高
額
の
保
険
料
を
要
求
し
た
で
あ
ろ
う
程
度
の
と
き
で
あ
る
（
一
項
）
。

双
方
の
場
合
と
も
、
保
険
者
は
契
約

の
解
約
権
を
与
え
ら
れ
る
（
解
約
通
知
は
、
危
険
増
加
の
通
知
を
受
け
て
か
ら
ま
た
は
危
険
増
加
を
知
っ
て
か
ら
一
ヶ
月
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
。

危
険
の
増
加
の
程
度
に
よ
り
、
保
険
者
に
与
え
ら
れ
る
権
利
に
差
異
を
設
け
て
い
な
い
（
二
項
）
。

通
知
が
な
さ
れ
た
と
き
に
進
行
中
の
保
険
期
間
の
保
険
料
請
求
権
を
有
す
る
（
四
項
）
。
し
か
し
、
危
険
の
増
加
の
程
度
に
よ
り
、
解
約
権
の
効
果
の
発

生
の
時
期
が
異
な
っ
て
く
る
。
保
険
者
が
保
険
を
引
き
受
け
な
か
っ
た
ほ
ど
に
危
険
の
増
加
が
み
ら
れ
る
場
合
、
解
約
権
は
、
直
ち
に
、
効
果
を
発
生
し
、

イ
タ
リ
ア
保
険
法
の
逐
条
的
研
究
（
二
）

(
4
)
 

と
考
え
て
も
無
理
は
な
か
っ
た
。

そ
し
て
、

双
方
の
場
合
と
も
、
保
険
者
は
、
解
約
の



4
 

第
四
〇
巻
第
二
号

よ
り
高
額
の
保
険
料
を
要
求
し
た
で
あ
ろ
う
程
度
の
場
合
、
権
利
行
使
か
ら
一
五
日
後
に
、
効
果
を
発
生
す
る
（
三
項
）
。

前
ま
た
は
解
約
権
の
効
果
発
生
前
に
保
険
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
も
、
危
険
の
増
加
の
程
度
に
よ
り
、
差
異
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
保
険

者
が
保
険
を
引
き
受
け
な
か
っ
た
ほ
ど
に
危
険
の
増
加
が
み
ら
れ
る
場
合
、
保
険
者
は
、
免
責
さ
れ
、
よ
り
高
額
の
保
険
料
を
要
求
し
た
で
あ
ろ
う
程
度

の
場
合
、
保
険
金
は
、
約
定
の
保
険
料
と
あ
る
べ
き
保
険
料
と
の
割
合
に
応
じ
て
、
減
額
さ
れ
る
（
五
項
）
。

以
上
、
概
略
を
み
た
だ
け
で
わ
か
る
よ
う
に
、
第
一
八
九
八
条
は
、

(
2
)
 

い
る
。
し
か
し
、
第
一
八
九
八
条
は
、
主
観
的
危
険
増
加
（
被
保
険
者
の
意
思
に
基
づ
く
危
険
増
加
）
と
客
観
的
危
険
増
加
（
被
保
険
者
の
意
思
に
基
づ

か
な
い
危
険
増
加
）
の
あ
い
だ
に
差
異
を
何
ら
設
け
て
い
な
い
。
主
観
的
危
険
増
加
の
場
合
、
保
険
金
支
払
は
な
さ
れ
ず
、
保
険
料
支
払
が
サ
ン
ク
シ
ョ

(
3
)
 

ン
と
し
て
被
保
険
者
に
課
せ
ら
れ
る
、
と
解
す
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
、
条
文
の
文
言
自
体
は
、
こ
の
解
釈
に
手
掛
か
り
を
与
え
て
は
く
れ
な
い
。
ま

た
、
本
条
文
の
文
言
自
体
か
ら
明
ら
か
に
な
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
生
命
保
険
お
よ
び
海
上
保
険
に
お
け
る
危
険
増
加
の
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
特
則
が

設
け
ら
れ
て
い
る
（
第
一
九
二
六
条
、
航
行
法
第
五
二
二
条
•
第
五
二
三
条
）
。

(
1
)
た
と
え
ば
、
ド
イ
ッ
保
険
契
約
法
第
二
三
条
や
フ
ラ
ン
ス
保
険
契
約
法
第
一
五
条
•
第
一
七
条
。

(

2

)

被
保
険
者
の
過
失
に
よ
り
危
険
の
増
加
の
通
知
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
保
険
契
約
は
、
保
険
料
の
支
払
義
務
に
関
し
て
の
み
存
続
す
る
こ

と
に
な
る
が
、
保
険
金
支
払
義
務
に
関
し
て
は
も
は
や
存
続
し
な
い
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る

(
S
a
l
a
n
d
r
a
,
op. 
cit., 
p
a
g
.
 

2
6
6
 
e
 seg.)
。
イ

ク
リ
ア
民
法
立
法
理
由
書
第
七
五
二
番
が
「
保
険
者
は
、
解
約
の
通
知
の
時
点
で
進
行
中
の
保
険
期
間
に
関
す
る
保
険
料
の
支
払
請
求
権
を
有
す

る
（
第
一
八
九
八
条
四
項
）
。
か
よ
う
に
、
保
険
者
に
対
す
る
被
保
険
者
の
義
務
の
先
行
的
存
在
は
、
第
一
八
九
八
条
一
項
に
よ
り
課
せ
ら
れ
た

増
加
の
即
時
的
通
知
を
促
進
す
る
。
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
被
保
険
者
は
、
可
能
な
か
ぎ
り
速
や
か
な
通
知
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
の
利
益

を
守
る
こ
と
に
な
る
。

(

3

)

 

S
a
l
a
n
d
r
a
,
 
op. 
cit., 
p
a
g
,
 2

6
7
.
 

本
条
の
適
用
要
件
と
し
て
の
危
険
の
増
加

関
法

一
八
八
二
年
商
法
第
四
一
―

1

1

一
条
に
比
較
し
て
、
は
る
か
に
詳
細
な
規
定
と
な
っ
て

本
条
が
適
用
さ
れ
る
た
め
に
は
、
い
わ
ゆ
る
危
険
の
著
増
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
以
下

二

1
0
（
三
九

0
)

ま
た
、

解
約
通
知
期
間
経
過



に
分
析
し
て
み
よ
う
。

伺
危
険
の
増
加
は
、
保
険
者
に
よ
り
担
保
さ
れ
て
い
る
危
険
に
関
連
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
居
住
用
家
屋
と
し
て
火
災
保
険

(
l
)
 

に
加
入
し
て
い
た
家
屋
の
一
部
の
部
屋
を
危
険
品
の
貯
蔵
に
あ
て
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
保
険
の
目
的
の
交
換
、
た
と
え
ば
、
自
動

車
保
険
に
加
入
し
て
い
た
車
を
新
車
に
買
い
替
え
る
場
合
は
、

明
ら
か
に
、
保
険
者
の
担
保
は
そ
れ
に
及
ば
な
い
（
新
車
は
無
保
険
）
。
当
該
契
約
に
よ

(
2
)
 

り
明
示
的
に
担
保
外
と
さ
れ
て
い
る
危
険
の
発
生
、
た
と
え
ば
、
戦
争
の
勃
発
も
、
こ
こ
に
い
う
危
険
の
増
加
に
あ
た
ら
な
い
。

(
3
)
 

⑯
危
険
の
増
加
は
、
契
約
締
結
時
に
予
見
さ
れ
な
か
っ
た
新
た
な
事
実
に
基
づ
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

S
a
l
a
n
d
r
a
に
こ
と
ば
を
借
り
れ
ば
、

(
4
)
 

「
増
加
を
も
た
ら
す
事
情
は
、
客
観
的
に
、
契
約
締
結
時
以
後
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
不
実
告
知
の
事
態
が
生

(
5
)
 

じ
る
こ
と
に
な
り
、
第
一
八
九
二
条
お
よ
び
第
一
八
九
三
条
の
適
用
が
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
契
約
締
結
時
に
予
見
さ
れ
な
か
っ
た
、
ま
た
は
、
予
見
不

能
で
あ
っ
た
事
実
に
基
づ
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
生
命
保
険
に
お
け
る
被
保
険
者
の
老
化
や
損
害
保
険
の
保
険
の
目
的
の
自
然
の

消
耗
な
ど
、
必
然
的
・
通
常
的
な
事
実
の
推
移
は
、
契
約
締
結
時
に
予
見
さ
れ
て
お
り
、
保
険
料
計
算
の
際
に
折
り
込
み
済
で
あ
る
。

伺
危
険
の
増
加
は
、
保
険
事
故
の
発
生
可
能
性
ま
た
は
損
害
の
程
度
を
増
大
さ
せ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
新
た
な
事
実
状
況
が

(
6
)
 

契
約
締
結
時
に
存
在
す
れ
ば
、
保
険
者
が
契
約
を
締
結
し
な
か
っ
た
か
、
ま
た
は
、
高
額
の
保
険
料
を
え
て
契
約
を
締
結
し
た
で
あ
ろ
う
程
度
の
著
し
い

危
険
の
増
加
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
項
）
。
保
険
事
故
の
発
生
可
能
性
ま
た
は
損
害
の
程
度
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
、
あ
る
い
は
、
わ
ず
か
な
程
度

(
7
)
 

の
危
険
の
増
加
は
、
危
険
増
加
の
通
知
義
務
を
発
生
さ
せ
な
い
。

(

1

)

 

Donati, 
op. cit• 

,
 pag. 4

0
2
.
 

(
2
)
破
棄
院
一
九
二
八
年
―
一
月
五
日
判
決
•
F
o
r
o
 italiano, 
Repertorio, 
1
9
2
8
,
 
voce, 
Assicurazione, 
n. 
6
0
.
 

(
3
)
ペ
ル
ガ
モ
地
裁
一
九
六
一
年
六
月
二
三
日
判
決
•
Assicurazioni, 1
9
6
2
,
 

II, 
2
,
 
pag. 1
2
0
.
 

(

4

)

 

Salandra, 
op. 
cit., 
p
a
g
.
 2

6
7
.
 

こ
れ
に
対
し
て
、

Donati,
0
 p. 
cit., 
loco 
cit. 
は
、
契
約
締
結
時
に
未
発
生
の
事
実
だ
け
で
な
く
、
「
少

な
く
と
も
そ
の
当
時
に
契
約
当
事
者
が
知
ら
な
か
っ
た
事
実
」
を
含
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
契
約
締
結
時
に
す
で
に
発
生
し
て
い
た
が
」
と
い

う
修
飾
句
を
伴
う
も
の
で
あ
る
、
と
解
し
う
る
。
す
な
わ
ち
、
既
発
生
事
実
の
主
観
的
不
知
の
場
合
も
含
め
て
い
る
、
と
解
し
う
る
の
で
あ
る
。

イ
タ
リ
ア
保
険
法
の
逐
条
的
研
究
（
二
）

（
三
九
一
）



な
ら
な
い
（
一
項
）
。

5

危
険
の
増
加
の
通
知

S
a
l
a
n
d
r
a

は
、
本
文
で
み
た
よ
う
に
、
あ
え
て
、
「
客
観
的
に
」
と
い
う
副
詞
を
用
い
て
お
り
、
既
発
生
事
実
の
主
観
的
不
知
の
場
合
を
排
除

す
る
意
図
な
の
で
あ
ろ
う
。

Santi,

op. 
cit., 
p
a
g
.
 
2
0
2

は
、
「
客
観
的
に
」
と
い
う
副
詞
を
用
い
て
は
い
な
い
が
、
「
増
加
の
原
因
を
な
す

事
情
は
、
契
約
締
結
時
よ
り
後
発
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
し
て
い
る
。

S
a
l
a
n
d
r
a

と
立
場
を
同
じ
く
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

(

5

)

 

D
o
n
a
t
i
,
 
op. 
cit., 
l
o
c
o
 
cit., 
Santi, 0
 p. 
cit., 
p
a
g
.
 2
0
3

な
ど
通
説
。

(

6

)

当
事
者
が
あ
ら
か
じ
め
合
意
を
し
て
い
な
い
場
合
、
あ
る
事
実
が
危
険
の
増
加
を
も
た
ら
す
べ
き
も
の
か
否
か
の
判
断
は
、
原
則
と
し
て
、
保

険
者
が
な
す
、
と
考
え
る
の
が
通
説
の
立
場
の
よ
う
で
あ
る

(
D
o
n
a
t
i
,
op. 
cit., 
p
a
g
.
 4
0
3
,
 
S
a
l
a
n
d
r
a
,
 0
 p. 
cit., 
p
a
g
.
 
2
6
8
.
 

反
対
説
・

Santi, 
op. 
cit., 
l
o
c
o
 
cit.)
。
し
た
が
っ
て
、
通
説
に
よ
る
と
、
保
険
証
券
が
あ
る
事
実
を
危
険
の
著
増
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
、
と
し

て
お
れ
ば
、
実
際
に
は
そ
の
事
実
が
危
険
の
著
増
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
危
険
の
著
増
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
、
と
さ
れ

る。

(

7

)

危
険
の
増
加
が
あ
る
、
と
い
う
た
め
に
は
、
一
時
的
・
一
過
性
の
状
況
に
お
い
て
で
は
な
く
、
恒
常
的
で
比
較
的
安
定
し
た
事
実
の
う
ち
で
具

体
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
の
が
、
判
例
の
立
場
で
あ
る
（
破
棄
院
一
九
五
六
年
五
月
ニ
―
日
判
決
・
一
七
三
五
番
•As
s
i
c
u
r
a
z
i
 ,
 

oni, 
1
9
5
7
 II, 2
,
 
M
a
s
s
i
m
a
r
i
o
,
 2
)
。
l
)
4
ゲー
y
辛
子
珀
叫

ii
、
こ
の
判
F
泣
C

が
な
さ
れ
る
以
前
よ
り
、
こ
れ
に
反
対
の
傾
向
を
示
し
て
い
る

g)onati, 

0
 p. 
cit., 
p
a
g
.
 
4
0
4
)
。
そ
し
て
、
こ
の
判
決
に
対
し
て
は
、
い
く
つ
か
の
鋭
い
批
判
が
な
さ
れ
た

(Santi,
0
 p. 
cit., 
l
o
c
o
 
cit. 
は
、
ブ
レ

ー
キ
の
な
い
自
動
車
に
よ
る
短
時
間
の
ド
ラ
イ
プ
お
よ
び
干
草
畑
で
の
強
発
火
性
物
品
の
保
管
の
ケ
ー
ス
を
あ
げ
て
、
一
時
的
・
一
過
性
が
危
険

の
増
加
の
基
準
に
な
ら
な
い
こ
と
を
説
い
て
い
る
）
が
、
判
例
の
流
れ
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
（
最
近
で
は
、
破
棄
院
一
九
七
七
年
五

月
四
日
判
決
・
一
六
七
八
番

・
A
s
s
i
c
u
r
a
z
i
o
n
i
,
1
9
7
7
 
II, 
2
,
 

p
a
g
.
 
2
1
6
)

。
も
ち
ろ
ん
、
学
説
の
批
判
は
、
な
お
も
、
つ
づ
い
て
い
る

(
D
e

G
r
e
r
o
r
i
o
 
e
 Fanelli, 
op. 
cit., 
p
a
g
.
 1
0
0
 
n
o
t
a
 2
5
)

。

付
通
知
義
務
者
は
、
本
条
一
項
に
よ
る
と
、
保
険
契
約
者
に
な
っ
て
い
る
。
も
し
、
保
険
契
約
者
が
被
保
険
者
と
別
人
の
場
合
、
第
一
八
九
四
条
の
類

(
2
)
 

推
適
用
に
よ
り
、
被
保
険
者
に
も
こ
の
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
、
と
解
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

関
法

第
四

0
巻
第
二
号

~ 
（
三
九
二
）

(
1
)
 

4
で
み
た
意
味
で
の
危
険
の
増
加
が
発
生
す
れ
ば
、
被
保
険
者
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
保
険
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば



(
3
)

（

4
)
 

⑯
通
知
義
務
者
は
、
即
時
の
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
可
能
な
か
ぎ
り
速
や
か
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
危
険
の
増
加
が

通
知
義
務
者
の
行
為
に
基
づ
く
場
合
、
危
険
の
増
加
が
生
じ
た
時
点
、
ま
た
、
危
険
の
増
加
が
通
知
義
務
者
の
行
為
に
基
づ
か
な
い
場
合
、
通
知
義
務
者

が
危
険
の
増
加
を
知
っ
た
時
点
が
「
即
時
の
通
知
」
の
基
準
時
に
な
る
。
第
一
八
九
八
条
は
、
片
面
的
強
行
規
定
で
あ
り
、
被
保
険
者
・
保
険
契
約
者
の

(
5
)
 

「
即
時
の
通
知
」
を
緩
和
す
る
合
意
は
有
効
で
あ
る
。

有
利
に
は
、
修
正
し
う
る
の
で
、

伺
通
知
の
内
容
は
、
保
険
者
に
危
険
増
加
の
重
大
性
の
判
断
を
可
能
に
す
る
だ
け
の
具
体
性
を
伴
っ
た
事
実
状
況
を
告
知
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

(
6
)
 

な
い
。

仙
通
知
の
方
式
は
、
本
条
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。
当
事
者
間
に
何
も
合
意
が
な
け
れ
ば
、
通
知
肯
務
者
は
、
い
か
な
る
方
式
で
で
も
、
通
知
が
可
能

(
7
)
 

で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
疑
問
の
余
地
は
な
い
。
保
険
約
款
が
特
定
の
方
式
に
よ
る
通
知
を
義
務
づ
け
て
い
る
場
合
、
そ
の
約
款
の
有
効
性
に
つ

(
8
)
 

き
、
議
論
が
分
か
れ
る
。

D
o
n
a
t
i
は
、
被
保
険
者
に
不
利
な
規
定
の
修
正
に
は
あ
た
ら
な
い
、
と
し
て
、
そ
の
約
款
を
有
効
と
す
る
。
他
方
、

Santi
は、

(
9
)
 

被
保
険
者
に
不
利
な
規
定
の
修
正
で
あ
る
、
と
し
て
、
無
効
を
主
張
す
る
。

(
1
)
通
知
の
性
質
に
つ
い
て
、
議
論
が
分
か
れ
て
い
る
。
真
正
な
義
務
と
す
る
立
場
•Fanelli, 
L
 `
 

assicurazione 
privata 
contro gli 
infor ,
 

tuni, 
M
i
l
a
n
o
 1
9
4
5
,
 
pag. 2
2
 0
 ,
 E

m
i
l
i
o
 Pasanisi, 
A
g
g
r
a
v
a
m
e
n
t
o
 de! 
rischio, 
Diritto 
marittimo, 1
9
5
8
,
 

pag. 3
9
4
.
 
書

6
初
と
す
ノ

る
立
場
•
Donati, 
op. 
cit., 
p
a
g
.
 4
0
5
,
 
Salandra, 
op. 
cit., 
p
a
g
.
 2
6
7
.
 

た
だ
し
、
こ
の
議
論
の
実
益
に
は
疑
問
が
あ
る

(Santi,
0
 p. 
cit., 

p
a
g
.
 2
0
4
)

。

(

2

)

 

Donati, 
op・cit., 
loco 
cit., 
S
a
l
a
n
d
r
a
,
 
op. 
cit., 
pag. 2
7
0
.
 

(

3

)

第
一
八
九
八
条
は
、
被
保
険
者
に
対
し
て
、
保
険
者
が
引
き
受
け
た
危
険
を
増
加
さ
せ
な
い
よ
う
義
務
づ
け
る
規
定
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な

義
務
は
、
被
保
険
者
の
行
動
の
自
由
を
制
限
す
る
こ
と
に
な
る
（
Salandra,
op. 
cit., 
loco 
cit.)
。
も
ち
ろ
ん
、
被
保
険
者
に
よ
る
保
険
事
故

招
致
は
別
の
問
題
。

(

4

)

 

Santi, 0
 p. 
cit., 
loco 
cit. 

(

5

)

 

Donati, 
op. 
cit., 
loco 
cit. 

イ
ク
リ
ア
保
険
法
の
逐
条
的
研
究
（
二
）

~ 
(-―＿九＝＝）



Donati, 
op. 
cit., 
loco 
cit. 

ペ
ル
ー
ジ
ァ
控
訴
院
一
九
三
七
年
六
月
九
日
判
決
•
F
o
r
o
 italiano, 
Repertorio, 1
9
3
7
,
 
voce, 
Infortuni, 
n. 
6
0
7
.
 

Donati, 
op. 
cit., 
loco 
cit. 

Santi, 
op. 
cit., 
loco 
cit. 

第
一
八
九
八
条
は
、
危
険
の
増
加
が
生
じ
た
場
合
の
す
べ
て
の
法
律
関
係
を
規
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
さ
き
に

一
八
八
一

1

年
商
法
第
四
三
二
条
に
比
較
す
れ
ば
、
詳
細
な
規
定
で
あ
る
。

ま
ず
、
二
項
は
、
危
険
増
加
を
知
っ
た
保
険
者
に
契
約
の
解
約
権
を
与
え
て
い
る
。
一
項
に
基
づ
く
通
知
義
務
を
被
保
険
者
・
保
険
契
約
者
が
履
行
し

た
た
め
に
保
険
者
が
危
険
増
加
を
知
っ
た
場
合
だ
け
で
は
な
く
、
別
の
方
法
で
そ
の
事
実
を
知
っ
た
場
合
に
も
、
同
様
に
、
解
約
権
は
与
え
ら
れ
る
。
第

一
八
九
八
条
が
機
能
す
る
た
め
の
き
っ
か
け
は
、
保
険
者
が
危
険
増
加
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
保
険
者
は
、
危
険
増
加
を
知
っ
た
日
か
ら
一
ヶ

月
以
内
に
、
解
約
権
を
行
使
し
う
る
。
こ
の
解
約
権
行
使
可
能
期
間
は
、
被
保
険
者
・
保
険
契
約
者
に
有
利
な
よ
う
に
、
短
縮
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、

(
1
)
 

被
保
険
者
・
保
険
契
約
者
に
不
利
に
な
る
た
め
、
延
長
は
で
き
な
い
。

契
約
解
約
の
通
知
は
、
書
面
で
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
口
頭
に
よ
る
契
約
解
約
の
通
知
は
、
被
保
険
者
・
保
険
契
約
者
に
不
利
な
か
た
ち
で
の
本

(
2
)
 

条
の
修
正
に
な
る
た
め
、
無
効
で
あ
る
。
当
事
者
の
合
意
に
よ
り
、
保
険
者
に
書
留
便
に
よ
り
契
約
解
約
の
通
知
を
な
す
べ
き
こ
と
を
義
務
づ
け
る
こ
と

(
3
)
 

は
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
約
款
は
、
普
通
便
に
よ
る
契
約
解
約
の
通
知
を
無
効
と
す
る
よ
う
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
思
わ
れ
る
。

三
項
は
、
危
険
増
加
の
程
度
に
応
じ
て
、
契
約
解
約
の
効
果
の
発
生
時
を
異
な
ら
せ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
保
険
者
が
契
約
締
結
を
し
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
ほ
ど
に
危
険
増
加
が
生
じ
た
場
合
、
契
約
解
約
の
効
果
は
、
即
時
に
（
条
文
の
形
式
か
ら
す
る
と
、
保
険
者
が
契
約
解
約
の
通
知
を
な
し
た
時
点
で

あ
ろ
う
）
、
発
生
す
る
（
前
段
）
。
高
額
の
保
険
料
を
要
求
し
た
で
あ
ろ
う
ほ
ど
の
危
険
増
加
で
あ
っ
た
場
合
、
契
約
解
約
の
効
果
は
、
解
約
通
知
が
な
さ

れ
た
日
か
ら
、
一
五
日
後
に
、
発
生
す
る
（
後
段
）
。
前
段
の
場
合
、
即
時
の
効
果
発
生
を
延
長
す
る
こ
と
（
た
と
え
ば
、
通
知
か
ら
一
＝
日
後
に
効
果
が

(
4
)
 

発
生
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
）
は
、
被
保
険
者
・
保
険
契
約
者
に
有
利
な
修
正
で
あ
る
か
ら
、
可
能
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
後
段
の
場
合
、

危
険
増
加
通
知
の
効
果

も
の
べ
た
よ
う
に
、

6
 

(

6

)

 

(

7

)

 

(

8

)

 

(

9

)
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一
五
日
後
を
二



(

1

)

 

(

2

)

 

1

1

―
五

0
日
後
に
効
果
が
発
生
す
る
、
と
い
う
よ
う
に
延
長
す
る
こ
と
は
、
か
な
ら
ず
し
も
、
被
保
険
者
・
保
険
契
約
者
に
不
利
な
修
正
で
は
な
い
（
高
額
の
保

(
5
)
 

険
料
を
支
払
う
こ
と
に
よ
り
契
約
の
継
続
を
な
す
べ
き
か
の
時
間
的
余
裕
を
被
保
険
者
・
保
険
契
約
者
に
与
え
る
こ
と
に
な
る
）
か
ら
、
容
認
さ
れ
う
る
。

し
か
し
、
一
五
日
後
を
一

0
日
後
に
効
果
が
発
生
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
短
縮
は
、
被
保
険
者
・
保
険
契
約
者
に
不
利
な
修
正
で
あ
る
か
ら
、
無
効
で
あ

(
6
)
 

る。
四
項
は
、
解
約
通
知
が
な
さ
れ
た
時
点
で
進
行
中
の
保
険
期
間
に
つ
い
て
の
保
険
料
の
請
求
権
を
保
険
者
に
与
え
て
い
る
。
契
約
解
約
の
効
果
が
一
五

日
後
に
発
生
す
る
場
合
も
、
解
約
通
知
が
な
さ
れ
た
時
点
で
進
行
中
の
保
険
期
間
に
つ
い
て
の
保
険
料
の
徴
収
が
な
さ
れ
る
。
当
該
保
険
期
間
に
つ
い
て

(
7
)
 

の
保
険
料
の
請
求
を
認
め
る
根
拠
は
、
保
険
料
不
可
分
の
原
則
で
あ
る
。
し
か
し
、
保
険
者
は
、
う
え
の
保
険
料
の
請
求
は
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上

に
（
危
険
の
増
加
が
被
保
険
者
・
保
険
者
の
行
為
に
よ
る
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
）
、

(
8
)
 

き
な
い
。

五
項
は
、
解
約
権
行
使
期
間
の
経
過
前
ま
た
は
解
約
の
効
果
の
発
生
前
に
保
険
事
故
が
生
じ
た
場
合
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
保
険
者
が
契
約
締
結

を
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
ほ
ど
に
危
険
増
加
が
生
じ
た
場
合
、
保
険
者
は
免
責
さ
れ
る
（
前
段
）
。
高
額
の
保
険
料
を
要
求
し
た
で
あ
ろ
う
ほ
ど
の
危
険

増
加
で
あ
っ
た
場
合
、
約
定
の
保
険
料
と
あ
る
べ
き
保
険
料
と
の
割
合
に
応
じ
て
、
保
険
金
の
減
額
が
な
さ
れ
る
（
後
段
）
。
解
約
権
行
使
期
間
は
、
開

始
し
な
け
れ
ば
、
進
行
し
な
い
し
、
通
知
ま
た
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
危
険
増
加
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
開
始
し
な
い
か
ら
、
保
険
者
の
免
責
ま
た
は

(
9
)
 

保
険
金
の
減
額
は
、
危
険
増
加
の
通
知
の
結
果
で
は
な
く
、
危
険
増
加
の
事
実
自
体
の
結
果
で
あ
る
、
と
結
論
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

な
お
、
さ
き
に
も
の
べ
た
よ
う
に
、
第
一
八
九
八
条
は
、
危
険
の
増
加
が
生
じ
た
場
合
の
す
べ
て
の
法
律
関
係
を
規
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
本
条
が

規
定
し
て
い
な
い
問
題
で
も
っ
と
も
重
要
な
問
題
は
、
危
険
の
増
加
が
保
険
事
故
の
発
生
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
が
本
条
の
適
用
の
要
件
と
さ
れ
る
か

(10)

（

11) 

否
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
本
条
は
、
危
険
増
加
通
知
義
務
の
不
履
行
・
遅
滞
の
効
果
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
な
い
。

Donati, 
op. cit•• 

pag. 4
0
6
,
 
Santi, 
op. 
cit., 
pag. 205~ 

ど
通
説
。

Donati, 
op. cit•• 

loco 
cit., 
Salandra, 
op. 
cit., 
pag. 2
7
2
.
 

イ
タ
リ
ア
保
険
法
の
逐
条
的
研
究
（
二
）

被
保
険
者
・
保
険
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
請
求
す
る
こ
と
は
で

（
三
九
五
）
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(
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)

 

(

5

)

 

(

6

)

 

(

7

)

 

(
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Donati, 0
 p. 
cit., 
loco 
cit. 

Donati, 0
 p. 
cit., 
pag. 4
0
7
.
 
た
だ
し
、
三
項
前
段
の
場
合
に
も
延
長
が
可
能
な
こ
と
を
明
言
す
る
者
は
例
外
に
属
す
る
、
と
い
え
よ
う
。

Salndra, 
op. 
cit., 
loco 
cit. 

Donati, 
op. 
cit., 
loco cit., 
Santi, 
op. 
cit., 
loco 
cit. 
~
 ど
涸
＃
翫
゜

Donati, 
op. 
cit., 
loco 
cit., 
Salandra, 
op. 
cit., 
loco 
cit. 

Salandra, 
op. 
cit., 
loco 
cit. 
そ
の
よ
う
な
合
意
は
、
被
保
険
者
・
保
険
契
約
者
に
不
利
な
も
の
で
あ
る
う
か
ら
、
無
効
、
と
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。

(

9

)

 

Donati, 
op. 
cit., 
loco 
cit. 
e
 seg. 

(
1
0
)
 

Donati, 
op. 
cit., 
pag. 4
0
4

は
、
危
険
の
増
加
が
保
険
事
故
発
生
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
否
か
を
考
慮
し
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、

Buttaro,

Contratto di 
assicurazione, 
E
n
c
i
c
l
o
p
e
d
i
a
 del diritto, 
vol. 3
,
 
M
i
l
a
n
o
 1
9
5
8
,
 
p
a
g
.
 4
8
9

は
、
伝
旺
庚
の
嘩
乍
加
ぶ
～
皿
仔
険
事
F

始
g

卒
ヤ
生
に
影
～

響
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
場
合
、
保
険
者
の
免
責
・
保
険
金
の
減
額
を
認
め
て
い
な
い
。
後
者
の
立
場
の
ほ
う
が
公
平
に
か
な
っ
て
い
る
の
か
も
し

れ
な
い
が
、
条
文
の
文
言
が
何
も
制
限
を
設
け
て
い
な
い
の
で
、
条
文
の
文
言
中
に
根
拠
を
見
出
し
て
い
な
い
、
と
評
し
う
る

(Santi,
0
 p. 
cit., 

pag. 2
0
6
)

。

(
1
1
)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

Donati,
op. 
cit., 
pag. 4
0
8
 e
 seg. 
を
参
照
。
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本
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、
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成
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年
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の
関
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学
学
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研
究
助
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基
金
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援
助
を
う
け
た
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の
で
あ
る
。
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